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令和4年12月1日第1803号裁判所時報

◎叙位・叙勲（9月分、死亡者のみ）

別紙のとおり
記事

◎広報テーマ(1月分）
◎人事異動

定年退官

三島簡易裁判所判事 西澤光男

（11月6日）

三島簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事 松井秀彦

（11月7日）

京都地方・家庭裁判所判事補

京都地方・家庭裁判所宮津支部判事補 中田萌々

京都地方・家庭裁判所宮津支部判事補

大阪家庭・地方裁判所判事補 藤田圭祐

定年退官

名古屋高等裁判所判事 末吉幹和

（以上11月14日）

千葉地方裁判所判事

東京高等裁判所判事 松本圭史

定年退官

福山簡易裁判所判事 佐藤拓

依願退官

千葉地方裁判所判事 安藤範樹

（以上11月15日）

のことを知ろう！

01

錨判所の15報公開
とは？

鋼判所の犀函る画
域行政文固を髭示す
る手麟です．

一

鱗
《戟判所ウェブサイト（情傾公開個人柄報保田）》

http53〃w'WW.”U“‘goJp/aも”tﾉjoUI1oukoukaJ-h叩吋”11“ho8〃Index･html
一一

を見てみよう！
－一一 一

１
１
１
１

⑩開示申出の受付
値間耐申出画審璽螂（‘郵遂可．麹遮蝿子メールは不可）
幽叩出手殴賢鄭不璽
■受側章何は廼庭掌揮璽や興瞳警塑醒麺詞ニヱUu零哩乙唾＝皐面ーー垣エー…暮
一.王*ｰ＝■■‐-T毫一里一ニユ ロロ －－マム ロー■一 一

’
Ｊ
一

戸一一一一一一

Ｉ
↓

閲示・不囲示の通知
聞翫の申出があつだ日から．sUwとして30日以鰯偉興流・不
開示の通知
剛限内睡蓬気rどき難い退色はs遜艮函迦
鯛示・不闘示の謹剛軽死し殿臼＝召懐叩出…胃筒巳

④実施方法等申出の受付
■間流壷沌を兜したBから、師廼として30日
印出画募獅出（揮送画.．…や輸子メールば
■棚望す…方醒（配やましの交側賂〕を
■春しの交制便は浬鐘芋數間の鏑付”覆 、

⑥舌傭申出の受付
⑧■示・不掘示の通皿から、唖I凶とlﾉて3か圃以囚匡苦僑町咄■
奏幽由（郵透可、電踊や電子メーールは瘤）
■受側竃向け画宣雪些壺鍾
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令和4年12月1日第1803号裁判所時報

◎裁判所だより

｢豊かな自然と時代の最先端との調和に生きる甲斐の国」
（甲府地方・家庭裁判所）

て化石燃料は使わず、その代わり、国内有数の日照時

間から得られる太陽光エネルギーを利用するそうです

から、 自然の恵みと最先端技術の調和から生まれたと

もいえそうです。そういえば、信玄公が治めた時代も、

甲府盆地の自然の恵みを享受しつつ、信玄堤といった

最先端の土木技術で治水を図ったといいますから、 自

然と時代の最先端との調和は甲斐の国の伝統なのでしょ

うか。

昔むかし、八ヶ岳が今よりももっと高い山だったこ

ろ。富士山と八ヶ岳が背比べをしました。空から神様

が長い雨どいを双方の山に渡したところ、水は富士山

に流れました。これに怒った富士山が八ヶ岳を雨どい

で叩き割り、八ヶ岳は今の姿になりました． ・ ・・こ

れは、山梨県で育った職員の多くが幼少のころに教わっ

た民話です。この民話に出てくる富士山や八ケ岳、そ

して南アルプスと、甲府盆地は急峻な山々に囲まれて

いますが、豊かな自然は山々だけではありません。山

梨県は、地球の表面を覆っている巨大なプレートのう

ち3枚が集中するという、世界的に見てもユニークな

地質構造をしており、そのおかげで、多様な泉質の温

泉が湧いています。また、盆地特有の昼夜の大きな寒

暖差、全国トップクラスの長い日照時間といった気候

は、果物の栽培に適していることから、ぶどう、もも、

すももの生産量は、 日本一を誇ります。世界的にも高

い評価を得ているワイン、 3000メートル級の山々

が育む伏流水を使ったミネラルウォーターや地酒が、

人々の喉を潤すのも、こうした山梨県の自然がもたら

す恩恵なのです。

一脈､､亀

(写真は、河口湖から見た富士山）

平成21年に竣工した地下1階・地上6階の甲府地

家裁の現庁舎は、 「山と緑に囲まれた、光と空気の流

れが感じられる裁判所jという基本コンセプトのもと、

様々な工夫がされています。庁舎中央や待合スペース

に吹き抜けを設け、自然光をふんだんに取り入れた明

るい庁舎は、長い日照時間を活かした構造になってい

ます。どのフロアーでも陽のぬくもりが感じられる内

装は、来庁者の緊張をほぐし、裁判所に対するイメー

ジが明るいものとなるよう配慮されています。また、

けやき並木の大きな通りや四季折々の草花が咲く公園

に面し、 1年を通して自然を感じることができます。

竣工当時、甲府地家裁の庁舎は、裁判員裁判のため

の関係諸室を当初から備えた先進的な庁舎といわれ、

評議室などの広さや開放感は、新営当時から計画され

た部屋ならではといえます。そして今、裁判事務のI

T化、デジタル化が急速に進む中、民事裁判書類電子

提出システム(mints)の運用が、甲府地裁と大津地裁

で先行実施され、これを皮切りに、その後、運用庁が

(写真は、小淵沢から見た八ヶ岳）

一方、山梨県は最先端技術の研究開発も盛んで、産

学官が連携し、水素などの環境に配慮した次世代エネ

ルギーの研究開発・実証実験等を行っています。世界

トップレベルとも言われる研究施設や設備を駆使して、

県内企業の育成・技術支援も行っています。山梨県で

生産されている「グリーン水素」は、製造過程におい
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裁判所時報 令和4年12月1日第1803号

広がっています。

こうしてみると、甲府地家裁も、甲斐の国らしく、

豊かな自然に囲まれながら、その時代その時代の司法

の最先端との調和を図ってきた、 といえるのかもしれ

ません。

(写真は、甲府地方・家庭裁判所庁舎） ’

ノ
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令和4年12月1日第1803号裁判所時報

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
七
号
）

が
、
令
和
四
年
十
一
月
七
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
新
た
な
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
制
度
、
電
話
会
議
等
の
方
式
に
よ

る
和
解
期
日
や
双
方
不
出
頭
で
の
弁
論
準
備
手
続
期
日
、
ウ
ェ
ブ
会
議
等
の
方
式
に
よ
る
口

頭
弁
論
期
日
等
に
関
す
る
民
事
訴
訟
規
則
等
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
の
主
な
規
定
は
、
附
則
に
よ
り
、
側
秘
匿
制
度
に
関
す
る
規
律
等
に
つ

い
て
は
、
前
記
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
、
②
電
話
会
議
等
の
方
式
に
よ
る
和
解
期
日
に
関
す
る
規
律
等
に
つ
い

て
は
、
同
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
⑧
ウ
ェ
ブ
会
議
等
の

方
式
に
よ
る
口
頭
弁
論
期
日
に
関
す
る
規
律
等
に
つ
い
て
は
、
同
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
及
び
新
旧
対
照
表
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
・
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
二
月
七
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
七
号
）

◎
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

《
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

（
規
則
本
文
は
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

最
高
裁

判

所
規

則

（
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程

第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め

プ
（
》
◎

附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◎
裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
及
び
裁
判
所
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

（
令
和
四
年
一
一
月
一
六
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）

◎
裁
判
所
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
四
年
一
○
月
二
六
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
）

裁
判
所
会
計
事
務
規
程
（
平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。
第
十
九
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
る
。

附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高
裁

判

所
規
程
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和4年9月、死亡者のみ）

元仙台家庭裁判所首席書記官 菊池久志 9.5

正五位

元日本弁護士連合会常務理事 千葉昭雄 9． 10

従五位

元日本弁護士連合会副会長 坂元洋太郎 9. 16

正五位

元浦和家庭裁判所長 山田 博 9. 19

従三位

元日本弁護士連合会常務理事 上柳敏郎 9．20

従五位

旭小

元京都家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 宮澤
一

幸 9．22

正六位

瑞双

元大阪高等裁判所判事 谷 村允裕 9．24

従三位
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第
一
条
関
係
Ｉ
民
事
斫
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
〉

目
‐
次飾

・
一
縄
（
略
）
・

鰯
一
軍
～
流
四
章
《
略
）
・

節
五
章
（
略
）

第
．
一
節
訴
隆
の
審
理
等
急
割
引
制
銅
剣
．
剖
’
第
三

十
四
条
）

鋪
二
節
～
第
六
節
（
略
）

第
二
田
～
第
九
田
（
略
）

・
附
則

。
（
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

提
出
）

節
三
条
故
判
所
に
提
出
す
べ
き
害
而
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
伯
す
る
こ
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
略
）．

・
⑦

； 民
事
所
詮
規
則
鋒
の
一
部
を
改
箙
す
る
規
則
斬
旧
対
照
条
文

i
新

目
次第

一
網
（
同
上
）
，
．

第
一
・
章
～
飾
四
軍
（
同
上
）

第
五
章
（
同
上
）

。
第
一
節
既
舩
の
審
理
等
（
翻
剖
訶
可
ゴ
調
’
第
三
十

四
条
）

第
二
節
～
第
六
節
。
（
同
上
〉

剰
対
割
周
鯏
釧
創
劉
幽
制
画
州
叫
料
刷
剖
．
叫
剥
叫
期
刎
刷
矧
刺

第
二
綱
～
第
九
綱
（
同
上
〉

附
則（

栽
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

提
出
）

第
三
条
餓
判
所
に
拠
出
す
べ
き
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
へ
フ
ァ
・
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
侶
す
る
こ
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

一
（
同
上
）
。

（
新
政
）

（
侮
隷
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

！

・・ 1－－2－

1

III
；！

ヨ
そ
の
提
出
に
よ
り
排
舩
手
統
の
開
始
、
．
統
行
、
停
止

又
は
完
紘
を
さ
せ
る
書
面
（
潮
Ｊ
Ｊ
司
に
縦
当
す
る
書
面

を
除
く
。
）

剛
・
到
・
（
略
）

２
．
３
（
略
）

第
五
章
酢
舩
手
続

第
一
節
所
舩
の
審
理
辱

到
洲
綱
川
副
劉
判
呵
週
割
創
刈
側
刻
刻
副
劉
凋
刎
到
釧
周
回
到
剖
副
叫

・
明
科
劃
崗
呵
潮
訓
可
刈
潤
剥
制
判
制
判
劇
羽
呵
ゴ
飼
創
制
到
１I

I

。
そ
の
提
出
に
よ
り
豚
詮
手
続
の
開
始
、
縄
行
、
停
止

又
は
充
結
を
さ
せ
る
密
面
（
抑
副
眉
砿
当
す
る
書
面
を

除
く
．
）

ヨ
・
回
‘
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

．
・
第
五
章
訴
訟
手
練

第
一
・
節
解
詮
の
審
理
尋
．

』

（
新
股
）

（
新
股
）

、

4 3－



〉

リ
斗
鋼
判
詞
矧
到
叫
到
卿
笥
刻
刻
叫
劃
珂
刎
週
劃
倒
側
測
叫 ・

（
和
解
の
た
め
の
処
置
。
．
法
第
八
十
九
条
）

節
三
十
二
条
・
裁
判
所
又
．
は
受
命
栽
判
官
若
し
く
は
受
托
栽

（
閲
覧
等
の
劉
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
九
十
二
条

０
。
）

第
三
十
四
条
圏
罰
判
刊
呵
．
割
「
剣
岡
翻
剣
矧
呵
呵
刺
釧
制
劉
劉
刺

潮
刎
聖
醐
圏
『
制
珂
．
判
の
申
立
て
は
、
・
書
面
で
、
か
つ
、
秘

密
記
載
部
分
を
特
定
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
‐

め
、
当
事
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
出
剛
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
．

２
制
刎
制
剴
訓
は
、
相
当
と
鰐
め
る
と
き
は
、
鋭
判
所
外
に

お
い
て
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。’

判
官

は
、
和
解
の
た

（
和
解
の
た
め
の
処
匿
・
・
法
第
八
十
九
条
）

第
三
十
二
条
裁
．
判
所
又
は
・
受
命
観
判
官
若
し
く
は
受
託
叙

判
官
は
．
和
解
の
た
め
、
当
事
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
の
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
庫

（
閲
覧
淳
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
九
十
二
条

）

第
三
十
四
条
‐
糊
鋼
劃
叫
飼
鋼
劉
副
副
剛
珂
矧
刎
劉
鯏
判
副
詞
刻
副
剖

剖
澗
到
副
司
到
劃
副
制
司
刺
割
副
制
函
副
剖
幻
珂
剖
刺
剖
剴
劃
珂
の
申

立
て
は
、
書
面
で
、
が
っ
、
鯛
副
詞
四
酎
烈
刊
呵
秘
密
記
戦
部

２
劉
制
飼
削
判
刷
割
副
劉
呵
判
副
封
ｕ
釧
則
罰
剰
鰯
鰄
制
罰
則
は
、

相
当
と
腿
め
る
と
き
は
、
銭
判
所
外
に
お
い
て
和
解
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
．

（
新
股
）

（
新
設
）

t

ミ

1

－5－－6－
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刻
側
詞
珂
呵
決
定
に
お
い
て
は
、
耐
副
詞
劉
罰
判
呵
秘
密
記
載

部
分
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
〉

分
を
特
定
し
て
し
な
け
れ
ば
厳
ら
な
い
。

（
新
般
）

（
新
設
）

（
新
股
）

（
新
設
）

ｊ
〃

｛

－7－－8－
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（
新
股
）

（
新
股
）

（
新
股
）

（
新
股
）

ダ

ダ

－9－-10

へ

;"II1 1
引
剰
ゴ
測
削
馴
引
剖
制
引
削
割
叫
釧
副
刷
剥
司
叫
閑

2I

|｡||’
1

1
#

計

て
３
、
囮
項
配
魁
醜
分
村
ｆ

豚
に
こ
れ
を
し
な
城
‐
制
剛
‐
戦
月
訶
戦
隅

（
新
設
）
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（
新
股
）

Ｉ

- 13－－ 14－

| ’
’1

I
第
二
楓
第
一
審
の
所
舩
手
鏡

第
一
章
。
訴
え

（
脈
状
の
記
戟
事
項
・
法
剰
司
。
。
Ｈ
剴
詞
逼

第
五
十
三
条
（
同
上
）

（
新
股
）

１

0

１
〕

－ 15－ 16－



第
七
十
七
条

写
真
の
織
影

２
．
３
（
略
）

４
訴
状
に
は
。
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
原
告

又
は
そ
の
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
び
制
割
制
剴
副
司
を
肥
戦

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
法
第
百
六
十
条
（
口
頭
弁
論
調
書
）
及
び
第

六
十
六
条
か
ら
荊
判
刺
到
制
詞
ま
で
（
口
頭
弁
鈴
調
書
の
形

式
的
記
裁
車
項
、
口
頭
弁
玲
詞
魯
の
実
質
的
記
裁
事
項
、

調
書
の
記
載
に
代
わ
る
録
音
テ
ー
プ
等
へ
の
記
録
、
書
面

等
の
引
用
添
付
、
陳
述
の
速
紀
、
速
記
録
の
作
成
．
速
記

録
の
引
用
添
付
、
速
記
原
本
の
引
用
添
付
、
速
記
原
本
の

反
訳
等
、
速
記
原
本
の
訳
齪
到
刑
期
川
瑚
剥
副
詞
矧
劃
薊
馴
刻
劉
剛

迦
刎
副
罰
司
）
の
規
定
は
、
裁
判
所
の
審
尋
及
び
口
頭
弁
論

の
期
日
外
に
行
う
証
拠
調
べ
並
び
に
受
命
裁
判
官
又
は
受

託
裁
判
官
が
行
う
手
統
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
．

（
弁
論
準
備
手
続
副
審
等
・
法
第
百
七
十
条
等
）

第
八
十
八
条
（
略
）

ぱ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
蜘
副
州
削
引
珂
川
副
劉
醐
劉
矧
．
町

長
（
写
真
の
撮
影
等
の
制
限
）

（
裁
判
所
の
審
尋
等
〈
の
準
用
）

速
記
、
除
斎
、
録
画
又
は
放
送
は
、

又
は
放
送
は
、

マ

』

１
０

裁
判

の
許
可
を
得
な
け
れ

に
お
け
る

２
．
３
（
同
上
）

４
訴
状
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
原
告

又
は
そ
の
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
び
囲
矧
瓢
削
列
斗
刻
引
則
刻

刻
訓
訓
川
刎
‐
甜
副
別
司
劃
制
司
Ｊ
１
を
配
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
↑（

濁
剖
画
側
剖
副
引
釧
写
真
の
撮
影
等
の
制
限
）

第
七
十
七
条
濁
剖
画
に
お
け
る
写
真
の
撮
影
、
速
記
、
録
音

、
録
画
又
は
放
送
は
、
栽
判
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
七
十
八
条
法
第
百
六
十
条
（
口
頭
弁
輪
調
書
）
及
び
第

六
十
六
条
か
ら
糊
副
詞
ま
で
（
口
頭
弁
践
鯛
書
の
形
式
的
記

戦
事
項
、
口
頭
弁
蹟
調
書
の
実
質
的
記
戯
事
項
、
調
書
の

記
戯
に
代
わ
る
録
音
テ
ー
プ
等
へ
の
配
録
、
書
面
等
の
引

用
添
付
、
陳
述
の
速
記
、
速
記
録
の
作
成
、
速
記
録
の
引

用
添
付
、
速
記
原
本
の
引
用
添
付
、
速
記
原
本
の
反
訳
等

用
添
付
、
陳
述
の
速

用
添
付
、
速
記
原
本

、
裁
判
所
の
審
尋
及
び
口
頭
弁
蹄
の
期
日
外
に
行
う
鉦
拠

咽
べ
並
び
に
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
行
う
手
続

に
つ
い
て
醜
用
す
る
。

（
弁
論
準
備
手
続
卿
書
等
・
法
第
百
七
十
条
等
）

第
八
十
八
条
（
同
上
）

、
速
記
原
本
の
訳
貌

（
裁
判
所
の
審
尋
等
へ
の
鵡
用
）

）
の
規
定
は

17－18

２
銭
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
戸
の
送
受
侭
に
よ
り
同

時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
弁
齢
掘

備
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
栽
判
所

４
（
略
）

（
音
声
の
送
受
侭
に
よ
る
通
胎
の
方
法
に
よ
る
協
鑑
・
法

第
百
七
十
六
条
）

第
九
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
．
第
一
項
の
方
法
に
よ
る
協
雛
を
し
、
か
つ
、
裁
判
長
等

が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
裁
判
所
嘗
記
官
に
記
録
を
さ
せ
た

と
き
は
、
そ
の
記
録
に
同
項
の
方
法
に
よ
る
協
鍛
を
し
た

旨
及
び
詞
矧
副
判
制
凶
到
Ⅵ
瑠
剛
。
Ⅶ
到
制
刑
Ｎ
Ｈ
Ｍ
創
詞
Ｊ
鋼
剃
倒
料

１

３
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
刺
剥
詞

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
方
法
に
よ

る
協
錨
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
．

刺
旦
呵
な
ら
な
い
‐

イ
圃
剥
矧
司

斗
到
制
剖
副
割
町
田
詞
刈
副
到
呵
呵
洲
刮
剥
瑚
到
剃
制
掴
同
制
判

．
副
副
Ｈ
潤
制
引
到
剃
刷
『
を
弁
論
準
備
手
練
の
調
書
に
記
載
Ｌ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
受
命
裁
判
官
は
、

備
裂
劇
配
銅
踊
団
覇
司
酬
劃
卦
項
劃
到
一
号
に
掲
げ
る
率
爾

っ
て
手
続
を
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ

旧
師
輔
馴
劉
調
忍
勤
画
確
路
し
な
け

を
配
載

２
栽
刊
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送
受
僧
に
よ
り
同

時
に
通
垢
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
弁
蛤
準

備
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
縦
判
所

４
（
同
上
）

（
音
声
の
送
受
倍
に
よ
る
通
諾
の
方
法
に
よ
る
協
鮭
・
法

第
百
七
十
六
条
）

第
九
十
一
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
一
頃
の
方
法
に
よ
る
協
鐙
を
し
、
か
つ
、
裁
判
長
等

が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
狼
判
所
書
記
官
に
記
録
を
さ
せ
た

と
き
は
、
そ
の
記
録
に
同
項
の
方
法
に
よ
る
協
鍛
を
し
た

旨
及
び
週
鯛
刺
珂
呵
副
剰
劉
割
引
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
副
刎
副
詞
笥
刷
到
到
叫
刊
釧
吋
－
回
蜘
刺
珂
刎
剥
遡
劉
詞
可
司
倒

刎
剖
到
叫
劃
刷
副
到
珈
剃
剥
創
矧
別
珂
到
訓
刈
剴
洲
司
割
剖
訓
Ｉ

４
第
八
十
八
条
Ｊ
斜
副
珂
瑠
側
劃
劉
銅
調
到
劉
到
ｌ
輔
二
項
の
規

定
は
、
第
一
項
の
方
法
に
よ
る
協
醜
を
す
る
場
合
に
つ
い

３
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
．
そ
の
旨
及
び
捌
劉
判
矧

刎
詞
馴
珂
四
割
可
を
弁
論
憩
備
手
練
の
鯛
書
に
記
載
し
な
け
れ

劉
副
引
叶
判
別
剤
制
叫
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

ぱ
な
ら
な
い
。

又
は
受
命
裁
判
官
は
、

1920



、

ゞ （
音
声
の
送
受
伯
に
よ
る
通
括
の
方
法
に
よ
る
進
行
協
酸

期
日
）

第
九
十
六
条
栽
判
所
は
、
相
当
と
鹿
め
る
と
き
は
、
当
事

者
の
意
見
を
聴
い
て
、
載
判
所
及
び
当
亭
者
双
方
が
音
声

の
送
受
伯
に
よ
り
問
時
に
通
鰭
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

法
に
よ
っ
て
、
進
行
協
鮭
期
日
に
お
け
る
手
暁
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
ゞ

（
宣
誓
・
法
第
二
百
一
条
）

第
百
十
二
条
（
略
）
‐
．
、

２
．
３
（
略
）

刈
剰
凱
割
矧
副
劉
引
劉
刺
到
削
副
則
耐
矧
洲
創
刺
測

刺
刺
創
引
剰
鍼
副
封
画
飼
割
剖
副
副
Ⅶ
刈
圃
制
削
剃
剣
切
１

４
．
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
手
銃
を
行

う
島
合
に
つ
い
て
鑓
用
す
る
。

代

31 2 第
九
十
六
条
．
裁
判
所
は
、

．
（
宜
醤
・
法
第
二
百
一
条
〉

第
白
十
二
条
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
新
股
〉

４
第
八
十
八
条
到
斜
副
制
刺
劉
司
鯛
閏
剣
劇
副
’
第
二
項
の
規

定
は
、
銅
一
項
の
手
焼
を
行
う
堀
合
に
つ
い
て
鑓
用
す
る

制
州
刻
訓
引
割
剥
刎
剖
叫
相
当
と
鴎
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の

意
見
を
聴
い
て
、
飢
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
奇
声
の
送

受
価
に
よ
り
同
時
に
通
鱈
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
っ
て
、
，
巡
行
協
織
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
が

よ
っ
て
、

ｕ
刹
制
割
司
口
隅
刻
判
Ｉ

（
同
上
）
、

て
掘
用
十
る
。

（
音
声
の
送
受
伯
に
よ
る
通
垢
の
方
法
に
よ
る
退
行
協
鮭

期
日
）

で
き
る
。

：
’
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剖
剖
副
剴
司
副
川
副
叫
司
割
剖
剴
ｌ

副
‘
側
訓
司
到
の
立
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
っ
．
て
真
実
を
述
べ

、
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い
二
と

を
誓
う
旨
を
配
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
（
略
）

（
狂
人
尋
問
の
規
定
の
準
用
・
法
第
二
百
十
六
条
）

第
百
三
十
四
条
第
百
八
条
（
呼
出
状
の
妃
戦
事
項
等
〉
の

規
定
は
躍
定
人
の
呼
出
状
に
つ
い
て
、
鋪
百
十
条
（
不
出

頭
の
届
出
）
の
規
定
は
艦
定
人
に
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
十
二

質
）
、
第
百
十
九
条
（
文
字
の
箪
記
等
）
、
第
百
二
十
一

条
（
傍
聴
人
の
退
廷
）
及
び
第
百
二
十
二
条
（
密
面
に
よ

る
質
問
又
は
回
答
の
朗
疏
）
の
規
定
は
艦
定
人
に
口
頭
で

意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
露
白
一
・
十
五
条
（

受
命
識
判
官
等
の
擢
限
）
の
規
定
は
受
命
裁
判
官
又
は
受

舵
蛾
判
官
が
睦
定
人
に
愈
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い

て
畑
用
す
る
．

（
和
解
条
項
案
の
書
面
に
よ
る
受
鯖
・
法
第
一
・
百
六
十
四

条
）

節
百
六
十
三
条
法
第
二
百
六
十
四
条
（
和
解
条
項
案
の
書

面
に
よ
る
受
鯖
）
の
規
定
に
基
づ
き
裁
判
所
淳
が
和
解
条

項
案
を
提
示
す
る
と
き
は
、
書
面
に
記
戦
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
‐
こ
の
客
面
に
は
、
同
条
に
規
定
す
る
効
果

定
は
睡
定
人
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
十■

六
条
（
文
替
等
の
質
問
へ
の
利
用
）

、
第
白
十
八
条
（
対

条
（
宣
誓
）
第
二
項

の
規

叫
・
醐
刺
『
の
宜
筈
書
に
は
、
良
心
に
従
っ
て
真
実
を
述
べ
、

何
享
も
隠
さ
ず
旬
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を

誓
う
旨
を
記
戯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

引
・
（
同
上
）

（
証
人
尋
問
の
規
定
の
姻
用
・
法
第
二
百
十
六
条
）

雨
白
三
十
四
条
第
百
八
条
（
呼
出
状
の
記
転
本
項
算
》
の

規
定
は
姪
定
人
の
呼
出
状
・
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
（
不
出

頭
の
届
出
）
の
規
定
は
睡
定
人
に
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と

・
が
で
き
な
い
亭
由
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
十
二

条
（
宜
智
）
第
二
項
１
割
到
割
刺
副
劃
叫
剰
割
詞
剥
の
規
定
は
嵯

定
人
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
十
六
条
（

文
笹
等
の
質
問
へ
の
利
用
）
、
第
百
十
八
条
（
対
質
）
、

第
百
十
九
条
、
（
文
字
の
準
肥
辱
）
、
第
百
二
十
一
条
（
傍

彰
人
の
退
廷
）
及
び
第
百
二
十
二
条
（
替
面
に
よ
る
質
問

又
は
回
答
の
朗
疏
）
の
規
定
は
鑑
定
入
腱
口
頭
で
意
見
を

述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
二
十
五
条
（
受
命
栽

判
官
等
の
梱
隈
）
の
規
定
は
受
命
観
判
官
又
は
受
托
観
判

官
が
遥
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
単
用

す
る
Ｇ

（
和
郎
条
項
案
の
嘗
面
に
よ
る
受
膳
・
法
第
二
百
六
十
四

条
）

第
白
六
十
三
条
・
法
第
二
百
六
十
四
条
（
和
解
条
項
案
の
書

，
面
に
よ
る
受
膳
）
の
規
定
に
基
づ
き
湖
剣
ヨ
町
刻
圃
剖
創
矧
刺

裁
判
所
等
「
１
判
州
引
１
Ｊ
１
が
和
解
条
項
案
を
提
示
す
る
と

－23－－24



筋
二
条
関
係
Ｉ
民
事
餌
停
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
最
高
戯
判
所
規
則
第
八
号
）

’
２
．
３
（
略
）

を
付
肥
す
る
も
の
と
す
る
。

I

新

き
は
、
書
面
に
配
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

書
面
に
は
、
個
条
に
規
定
す
る
効
果
を
付
肥
す
る
も
の
と

十
る
。

２
．
３
（
同
上
〉

（
新
設
）

旧

25一.26－

釦
剣
１

（
民
事
鯛
停
官
の
櫨
限
）
・

第
二
十
五
条
民
事
閏
停
官
は
、
そ
の
取
り
扱
う
醐
停
事
件

の
処
理
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
（
前
条
に
お
い
て

準
用
す
る
非
訟
事
件
手
銃
規
則
の
規
定
を
含
む
。
）
及
び

特
定
鯛
停
手
鏡
規
則
〈
平
成
十
二
年
最
高
我
判
所
規
則
第

二
号
）
の
規
定
に
お
い
て
銭
判
官
が
行
う
も
の
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
民
事
凹
停
及
び
符
定
飼
停
に
関
す
る
櫓
限

（
・
鯛
停
主
任
に
係
る
も
の
を
含
む
．
）
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
梱
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
略
）

二
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
単
用
寸
る
民
事
所
訟
法
第

鋪
二
十
四
条

剖
観
副
剥
司
制
刎
剥
剴
打
刻
利
Ｉ

（
非
訟
事
件
手
腕
規
則
の
準
用
〉

二
十
四
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
調
停

に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
非
訟
事
件

手
純
規
則
の
規
定
剖
刺
蜘
瑚
剛
翻
割
．
到
矧
川
耐
判
ｌ
荊
呵
．
割
判 ’を

融
用
す
る
。

（
民
事
飼
停
官
の
槽
限
〉

節
二
十
五
条
民
事
調
停
官
は
＄
そ
の
取
り
扱
う
．
翻
停
事
件

の
処
理
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
（
前
条
．
に
お
い
て

軍
用
す
る
非
舩
事
件
手
続
規
則
の
規
定
を
含
む
。
．
）
及
び

特
定
調
停
手
旗
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
我
判
所
規
則
第

二
号
）
の
規
定
に
お
い
て
哉
判
官
が
行
う
も
の
と
し
て
規

・
定
さ
れ
て
い
る
民
事
図
停
及
び
特
定
飼
停
に
関
す
る
梱
限

．
（
飼
停
主
任
に
係
る
も
の
を
含
む
．
）
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
櫓
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
．

一
（
同
上
）

二
第
五
条
第
四
噸
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
斫
舩
法
第

（
非
舩
事
件
手
続
規
則
の
準
用
）
・

第
二
十
四
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
鯛
停

に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
非
訟
事
件

手
純
規
則
の
規
定
を
鋪
用
す
る
．
刈
制
岡
Ⅵ
１
刷
刊
畑
剛
劉
剰
到

刊
呵
副
罰
劉
酬
渕
制
判
刀
刈
剥
刺
到
司
対
呵
刷
詞
副
矧
１
コ
刎
刺
罰
Ⅶ

矧
創
凶
別
Ｉ

！
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第
三
条
関
係
Ｉ
企
薬
担
保
櫓
実
行
手
続
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
最
商
鯉
判
所
規
則
第
五
号
）

（
民
事
訴
舩
規
則
及
び
民
事
執
行
規
則
の
綱
用
）
↑

第
六
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
掲
合
を
除
き
、
実
行
手
鋺
に

関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
ぼ
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
舩
規

則
（
平
成
八
年
最
商
奴
判
所
規
則
節
五
号
）
第
一
楓
か
ら

２
＆
（
略
）

第
四
網
ま
で
の
規
定

三
・
四
（
略
・
）

〃

七
十
六
条
．
第
七
十
九
条
輔
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

鞭
第
八
十
条
の
規
定
並
び
に
民
事
訴
訟
規
則
第
二
十
九

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
腱

お
い
て
栽
判
所
が
行
う
も
の
．
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る

権
限
で
あ
っ
て
民
事
閣
停
に
関
ず
る
も
の

新

を

醜
用
す
る
。

、

（
民
事
腓
訟
規
則
及
び
民
事
執
行
規
則
の
準
・
用
）

第
六
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
行
手
綻
に

関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
●
民
事
脈
訟
●
規

則
（
平
成
八
年
最
高
俄
判
所
規
則
第
五
号
）
第
一
・
綱
か
ら

第
四
綱
ま
で
の
規
定
を
館
用
す
る
．

２
（
同
上
）

お
い
て
鏑
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
裁
判

・
所
が
行
う
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
櫓
限
で
あ
っ

て
民
事
調
停
に
関
す
る
も
の

三
・
四
（
同
上
）

七
十
（
条
、
第
七
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
第
八
十
条
の
規
定
並
び
に
民
事
訴
詮
規
則
斗
判
剖
噺
判

旧

第
二
十
九
条
第
二
項
に

一

－29＝－30－

筋
四
条
関
係
－
倫
地
非
訟
事
件
手
続
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
且
商
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

|1’|I’ 新

（
新
股
）

旧
、

－31 －－32－



】

筋
五
条
関
係
ｌ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
栽
判
所
規
則
第
五
号
）

別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
間
係
）

へ

略
一

ａ
■
■

4 4

．
｜
ロ
ー
リ
（
略
）
一

が
で
き
る
者
を
当
事
考
一
。

|
Ｂ
尊
厭
圃
髄
α
附
流

よ
る
文
書
提
出
命
令

甲
立
て
、
検
旺
の
固

り
是
》
郡
か
？
立
て
、

新

■
巳

●

■

別
表
第
二
（
鋪
二
条
の
二
間
係
）

（
同
上
）

ロ
ー
リ
（
同
上
）
一
、

○
グ
４
■
①

■
■

６
凸

C

■

■

旧

車

の
こ
》

０
句
処
》

一34－

第
七
条
関
係
Ｉ
民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
篇
五
号
）

一

第
六
条
関
係
Ｉ
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
事
件
手
統
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
最
高
蚊
判
所
規
則
第
二
号
）

（
第
三
債
務
看
の
事
憶
届
の
方
式
等
）

第
百
三
十
八
条
法
潮
司
ヨ
判
呵
対
●
鯛
蜘
制
削
判
の
規
定
に
よ
る

・
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
戦
し
た
寄
面
で
Ｌ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
は

、
当
該
番
面
に
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
．

第
十
五
条
の
二
特
別
の
定

執
行
の
手
統
に
関
し
て
は

、
・
民
事
解
鰹
規
則
の
規
定

第
三
十
七
条
の
二
特
別
の

任
制
限
手
統
に
閲
し
て
は

I

刎
測
詞
詞
副
咽
９
１
司
麿
鑓
用
十
る
ゑ

）
の
規
定

、
民
事
解
詮
規
則
（
平
成
八
年
最
高
戟
判
所
規
則
第
五
号

（
民
率
解
舩
規
則
の
鎚
用
）

，
五
条
の
二
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
．
民
事

（
民
事
所
訟
規
則
の
準
用
）

一
十
七
条
の
二
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
資

新 新

晩
‐
‐
廓

を
醜
用
す
る
。

（
民
事
翫
訟
規
則
の
融
用
）
・

第
十
五
条
の
二
特
別
の
定
め
が
あ
る
堀
合
を
除
き
、
民
享

執
行
の
手
続
に
閲
し
て
は
、
民
事
解
歴
規
則
の
規
定
を
準

用
す
る
。
」

（
第
三
債
務
考
の
事
傭
届
の
方
式
等
）

第
百
三
十
八
条
法
剃
司
ヨ
判
呵
詞
劃
劉
劃
．
卿
の
規
定
に
よ
る

坐
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
配
戟
Ｌ
た
書
面
で
Ｌ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
”
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
は

、
当
砿
書
面
に
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
９
．

（
民
亨
所
舩
規
則
の
姻
用
〉

第
三
十
七
条
の
二
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
賢

一
己

任
制
限
手
続
に
関
し
て
ば
、
民
事
所
松
規
則
（
平
成
八
年

最
高
鯉
判
所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
’

旧 旧

ダ

－36－ －35－

一

’

四

一

路
菅

､項

上
・
欄

下
棡

六

へ

略
一

一
～
四
（
同
上
）

●

項

上
欄

下
欄

六
（
同
上
）



一
～
三
（
略
）

２
．
３
、
（
略
）

（
不
動
壷
執
行
及
び
債
権
執
行
の
規
定
の
噸
用
）
．

鋪
百
五
十
条
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
百
三
十

三
条
か
ら
第
百
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
少
額
訴
詮
債

梱
軌
行
に
つ
い
て
躯
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

百
三
十
三
条
第
一
項
烏
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第

百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
六
条
及
び
第
百
三
・
十
七
条
の
三

中
『
差
押
命
令
』
と
あ
る
の
は
「
埜
押
処
分
』
と
、
第
百

三
．
十
三
条
の
二
中
［
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
一
・
項
中
『
法

第
百
五
十
三
条
第
・
一
項
又
は
第
二
項
』
と
あ
る
の
は
『
法

第
百
六
．
十
・
七
条
の
八
第
一
項
又
は
筋
二
項
」
と
、
第
百
三

十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
．
と
あ
る
の
は
「

法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
腱
お
い
て
鏑
用
す
る
法

第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
排
中
「

差
押
え
腱
係
る
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
楚
押
え
に
係
る
金

銭
侭
楢
」
と
、
「
そ
の
債
幡
』
と
あ
・
る
の
は
「
そ
の
金
銀

価
櫓
」
と
、
『
そ
の
穏
顛
及
び
額
（
金
銭
債
樹
以
外
の
債

梱
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は
『
そ
の
価

類
及
び
額
」
と
、
問
項
第
．
．
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
中
『
当

砿
債
梱
』
・
と
あ
る
の
は
『
当
腋
金
銭
債
梱
」
と
、
第
百
三

十
六
条
鱒
三
項
中
「
債
●
権
執
行
の
手
授
を
取
り
澗
す
旨
の

決
定
が
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
『
少
額
鮮
舩
債
栴
軌

〃

行
の
手
観
を
取
り
消
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
た
と
き
、
又
は

一
～
三
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
不
動
産
執
行
及
び
債
権
執
行
の
規
定
の
遁
用
〉
、

第
白
五
十
条
鮴
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
百
三
十

三
条
か
ら
第
百
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
角
少
額
脈
舩
債

枢
軌
行
に
つ
い
て
鋪
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鰯

百
三
十
三
条
鋪
一
項
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第

百
三
十
四
条
、
・
篇
百
・
三
十
六
条
及
び
第
百
三
十
七
条
の
三

中
「
埜
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
」
と
、
第
百

三
十
三
条
の
二
中
〔
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る

の
は
【
法
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
蛾
用
す

る
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
、
間
条
第
二
項
中
「
法

第
百
立
十
三
条
輔
一
項
又
は
第
二
項
』
と
あ
る
の
は
「
法

第
百
六
十
七
条
の
八
鋪
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
第
百
三

十
五
条
中
『
法
飾
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
あ
る
の
は
「

法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
七
桑
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「

差
押
え
に
係
る
債
梅
』
と
あ
る
の
は
「
塾
押
え
に
係
る
金

銭
債
擢
」
と
、
↑
『
そ
の
傭
橘
』
と
あ
る
の
は
「
そ
の
金
銀

債
櫓
」
と
、
『
そ
の
価
額
及
び
額
（
金
銭
債
梱
以
外
の
債

櫨
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
』
と
あ
る
の
は
『
そ
の
栖

類
及
び
額
」
と
、
岡
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
中
「
当

麟
憤
楢
』
と
あ
る
の
は
「
当
猿
金
銭
債
櫓
」
と
、
節
百
三

十
六
条
第
三
項
中
『
債
権
執
行
の
手
焼
を
取
り
消
す
旨
の

決
定
が
さ
れ
た
と
き
』
と
あ
る
の
は
「
少
額
豚
訟
債
梱
執

行
の
手
続
を
取
り
消
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
た
と
き
、
又
は

！
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法
剰
剴
副
制
河
対
製
創
劃
叫
項
〕
と
あ
る
の
は
『
法
第
百
六
十

七
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
翠
用
す
る
法
荊
劃
刮
刺
判
剖

剰
剥
制
制
蓉
と
跣
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
’

（
発
行
者
の
供
托
）
・

第
百
五
十
条
・
の
六
（
略
）

２
．
（
略
）
．

訓
矧
制
笥
叫
剖
劉
引
刺
劉
捌
川
側
判
叫
『
剣
劇
割
釧
可

刺
別
別
ｌ

刎
‐
．
．
発
行
者
は
、
糊
ゴ
コ
別
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
し
た
と
き

は
、
当
砿
供
肥
を
Ｌ
・
た
こ
と
を
執
行
餓
判
所
に
届
け
出
な

少
額
脈
舩
債
椹
軌
行
の
手
銃
を
取
り
消
す
旨
の
処
分
老
し

た
．
と
き
」
と
、
第
百
三
十
七
条
中
「
法
第
白
五
十
五
条
第

四
項
』
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
．
一
項

に
お
い
て
革
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
』
と
、
第

百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
『
法
第
百
五
十
・
五
条
第
五
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お

い
て
鑓
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
と
、
第
百
三

十
七
条
の
三
中
「
軌
行
哉
判
所
が
法
筑
百
五
十
五
条
第
六

頃
」
・
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に

お
い
て
錨
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と
、
『
同

条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
、
の
は
『
法
第
百
六
十
七

条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
串
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条

暁
四
項
又
は
第
五
項
』
と
、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
「I

■

■

■

■

■

■

３

発

行

者

は

、

‐

耐

引

詞

利

の

規

定

に

よ

る

供

庇

を

し

た

と

き

は
、
当
腋
供
托
を
Ｌ
た
こ
と
を
執
行
哉
判
所
に
届
け
出
な

法
潮
司
副
刊
河
対
副
詞
剰
剴
割
幽
と
あ
る
の
は
『
法
．
第
百
六
十

七
条
の
十
四
筋
一
頭
に
お
い
て
埴
用
す
る
法
荊
劃
刮
コ
リ
州

剰
制
割
割
劃
と
既
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
．

（
発
行
者
の
供
舵
）

第
白
五
十
条
の
六
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

少
額
解
舩
債
櫓
執
・
行
の
手
統
を
取
り
淵
十
旨
の
処
分
を
し

た
と
き
」
と
、
第
百
三
十
七
条
中
・
「
法
第
百
五
十
五
条
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
節
一
項

に
為
い
て
鋼
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
筋
四
項
」
と
、
第

百
三
十
七
条
の
二
節
一
項
中
『
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項

』
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
と
、
第
百
三

十
七
条
の
三
中
『
執
行
裁
判
所
が
法
第
百
五
十
五
条
蕊
六

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と
、
「
同

●条
第
四
項
又
は
第
五
項
』
と
あ
る
の
は
『
法
第
百
六
十
七

条
の
十
四
鮪
一
項
に
お
い
て
姫
用
十
る
法
第
百
五
十
五
条

第
四
項
又
は
第
五
項
』
と
、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
甲

0
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
三
十

八
条
の
規
定
を
砿
用
す
る
。

５
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
握
梼
償
等
又
は
娘
替
新
株
予
約
権

付
社
債
に
つ
い
て
第
一
項
洲
削
剥
劃
斗
興
判
判
司
の
供
託
が
あ

っ
た
こ
と
を
証
す
る
文
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判

所
香
記
官
は
、
当
腋
供
舵
に
係
る
振
替
債
等
又
は
限
替
新

株
予
約
権
付
社
侭
に
つ
い
て
、
祉
憤
、
株
式
等
の
擾
替
に

闇
す
る
法
律
笂
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
三
条
、

蕊
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条

及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
◇

）
、
第
九
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
九
十
九
条
第
一
項
（

同
法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
白
五
十
四
条
第

一
項
に
お
い
て
酷
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
講
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
槽
帆
行
都
の
蜆
定
の
舶
用
）

第
百
五
十
条
の
八
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書

を
除
く
．
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
白
四
十
七
条
、

法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
四
条
、
法
第
百
五
十
八

条
１
過
剰
矧
司
矧
刊
河
斗
‐
剰
制
到
斗
及
び
法
第
百
六
十
六
条
第
一

項
（
鞆
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
鞆
二
十
六
条
、
第
二
十

七
条
、
第
百
三
十
三
条
、
銅
百
三
十
四
条
か
ら
第
百
三
十

六
条
ま
で
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
仮
替
祉

偵
導
軌
行
に
つ
い
て
、
第
百
五
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定

は
振
替
樋
関
等
（
買
取
麟
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行

に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座
開
股
掻
替
機
関
等
）
が
配
当
要

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
概
合
に
お
い
て
は
、
第
百
三
十

八
条
の
規
定
を
躯
用
す
る
．

４
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
振
替
債
等
又
は
握
替
新
株
予
約
・
槽

付
仕
憤
に
つ
い
て
第
一
項
刻
叫
制
コ
ゴ
卿
の
供
托
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
文
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書

記
官
は
、
当
砿
供
託
に
係
る
握
替
価
等
又
は
掻
替
新
株
予

約
横
付
社
債
に
つ
い
て
、
社
債
、
株
式
等
の
握
替
躯
関
す

る
法
律
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
三
条
、
節
百

十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
．
第
百
二
十
四
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
九
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
九
十
九
条
第
一
項
（
同
法

第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
四
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
喝
合
を
含
む
。
）
の
申
綱
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
《

（
侭
栴
軌
行
等
の
規
定
の
鵡
用
）

第
白
五
十
条
の
八
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書

を
除
く
。
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条
、

法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
四
条
、
法
第
百
五
十
八

条
及
び
法
第
百
六
十
六
条
第
一
噸
（
蕊
三
号
を
除
く
。
）

並
び
に
節
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
、

第
百
三
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
六
条
ま
で
及
び
節
百
四
十

七
条
第
二
項
の
規
定
は
援
替
祉
偵
埣
輪
行
に
つ
い
て
、
第

百
五
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定
は
限
替
樋
関
専
（
買
取
鏑

求
株
式
導
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
賀
取
口
座

開
股
暇
替
機
関
等
）
一
が
配
当
要
求
が
あ
っ
た
旨
を
記
載
し
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求
が
あ
っ
た
局
を
肥
戟
し
た
文
魯
の
送
達
を
受
け
た
場
合

に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四
条
、
法
第
八
十
五
条
、
法
第
八

十
八
条
か
ら
法
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条

（
第
四
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
九
十
九
条
か
ら
第
六
十

二
条
ま
で
の
規
定
は
握
替
社
債
等
執
行
に
つ
き
執
行
鮫
判

所
が
実
施
す
る
配
当
惇
の
干
続
に
つ
い
て
噸
用
す
る
。
こ

の
掛
合
に
お
い
て
、
法
獅
百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
そ
の

侭
樋
の
偵
務
者
（
以
下
『
第
三
債
務
者
』
と
い
う
。
）
』

と
あ
り
、
並
び
に
法
第
百
四
十
七
条
及
び
法
節
百
五
十
四

条
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
四
条
及
び
第
白
三
十
五
条
中

『
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
帳
替
機
関
等
（
買
取
諮

求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
秋
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座

間
股
擾
替
樋
関
等
）
』
と
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中

が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
紐

判
所
書
記
官
は
』
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
捌
一
号

及
び
法
鋪
百
六
十
五
条
第
一
号
中
『
第
百
五
十
六
条
第
一

項
』
と
あ
る
の
は
『
民
事
軌
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
第

一
城
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
『
第
百

五
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
一
同
規
則
第
百
五
十
条

の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条
第
五
項

」
と
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
「

第
三
償
勝
者
』
と
あ
る
の
は
「
掻
替
樋
閤
等
（
頁
取
胴
求

株
式
等
に
関
す
る
強
制
肱
行
に
あ
っ
て
は
・
頁
取
口
座
開

設
顕
替
幟
閲
等
及
び
発
行
者
）
」
と
、
第
百
三
十
五
条
中

『
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
一
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十

条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』

た
文
書
の
送
達
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四

条
、
法
第
八
十
五
条
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
第
九
十
二

条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
並

び
に
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
振
替

仕
債
等
執
行
に
つ
き
執
行
餓
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の

手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
姻
合
に
お
い
て
、
法
第

百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
そ
の
侭
権
の
侭
務
者
（
以
下
一

纂
三
債
務
肴
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
並
び
に
法
瓠
百

四
十
七
条
及
び
法
第
百
五
十
四
条
爾
二
項
並
び
に
第
百
三

十
四
条
及
び
第
百
三
十
五
条
中
「
第
三
価
務
者
」
と
あ
る

の
は
「
仮
替
機
関
等
（
買
取
論
求
株
式
等
に
間
す
る
強
制

執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座
開
設
援
替
侭
関
等
）
」
と

、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押
憤
擢
者
の
申
立
て
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と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
爾
一
号
及
び
法
第
百
六
十

五
条
第
一
号
中
『
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」
・
と
あ
る
の
は

「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
節
一
・
項
」
と
、
。
法
第

百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
『
輔
百
五
十
七
条
第
五
項

」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
百
五
十
条
の
五
第
四
頃
に
お

い
て
紬
用
す
る
第
百
五
十
七
条
輔
・
立
項
」
と
、
露
百
三
十

三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
『
第
三
償
務
看
」
と

あ
る
の
は
「
阪
替
磯
関
等
（
買
取
醐
求
棟
式
神
に
関
す
る

強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
↑
胃
取
口
座
間
般
擬
替
樋
閲
等
及

び
発
行
者
）
」
と
．
第
百
學
十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て

単
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
・
項
」
と
、
同
条
鰯
一
項

第
二
号
中
『
弁
済
の
窓
思
」
と
あ
る
の
は
「
擾
替
又
は
抹

消
の
申
胴
（
頁
取
鮪
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ

っ
て
は
、
握
響
の
申
鯖
）
等
』
・
と
、
『
弁
済
す
る
」
と
あ

る
の
は
『
援
替
若
し
く
は
抹
消
（
買
取
舗
求
株
式
等
に
関

す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
掻
替
）
を
行
う
」
と
、
「

弁
済
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
擬
替
若
し
く
は
抹
消
（
買

取
附
求
株
式
倖
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
握
替

）
を
行
わ
な
い
」
と
、
同
項
鞆
四
号
中
『
仮
差
押
え
」
と

あ
る
の
は
『
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
．
『
埜
押

〃

命
令
、
埜
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差

押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と
、

第
百
四
十
七
条
’
第
二
項
中
「
前
項
』
と
あ
る
の
は
『
第
百

、

五
七
条
の
八
腱
お
い
て
箪
用
十
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一

項
』
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
「
代
金
の
納
付
が
あ

と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
弁
済
の
意
思
』
と
あ
る
の

は
「
掻
替
又
は
抹
消
の
申
鯖
（
買
取
鯖
求
抹
式
等
に
関
す

る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
擾
替
の
申
胴
）
・
等
」
と
、
『

弁
済
十
る
」
と
あ
る
の
は
。
『
擾
替
若
し
く
は
抹
消
（
買
取

鯖
求
抹
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
擾
替
）

を
行
う
』
と
、
「
弁
済
し
な
い
』
と
あ
る
の
は
〃
「
擾
替
若

し
く
は
抹
澗
（
頁
取
胴
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に

あ
っ
て
は
、
擬
替
）
を
．
行
わ
な
い
』
と
、
同
項
第
四
号
中

「
仮
越
押
え
』
と
あ
る
の
は
『
仮
埜
押
え
若
し
く
は
仮
処

分
」
と
、
。
「
埜
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
〕

と
あ
る
の
は
「
埜
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮

処
分
命
令
」
と
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
『
前
項
」
と

あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
単
用
す
る
法
第

百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
『

〃

代
金
の
納
付
談
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項

中
『
ｆ
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
及
び
同

条
第
二
項
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
．
「
配

当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
法
第
八
十
五

、

条
第
一
項
中
「
常
八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
債

枢
者
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
砿
行
規
則
第
百
五
十
条
の
八

に
お
い
て
砿
用
す
る
第
喜
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
梱
瀞

』
と
、
法
第
百
六
’
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
『
第
三

傭
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
発
行
者
」
と
、
同
条
第
三
号
中

『
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「
軌
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判

所
が
相
当
と
腿
め
る
者
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
ず
る
．
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園
制
剥
副
珂
鯛
剃
副
劉
剰
劃
刷
制
蜘
剰
鯏
瑠
脳
銅
制
制
鋼
咽
川
副
引
叫

狐
制
動
例
引
判
叫
副
Ｉ
・

４
第
三
債
務
者
は
、
側
剴
割
判
の
規
定
に
、
よ
る
供
舵
を
し
た

と
き
は
、
当
頗
供
託
を
し
た
こ
と
を
執
行
絃
判
所
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百

三
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

引
越
押
え
に
係
る
註
子
記
録
債
権
に
つ
い
て
第
一
項
洲
刈
到

罰
劃
割
判
剥
矧
・
の
供
托
が
あ
っ
た
こ
と
醤
証
す
る
文
書
が
提

出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
配
官
は
、
当
誼
供
託
を
し |

つ
た
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
不
動
産
の
代

金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
．
及
び
問
条
第
三
項
中
「
代

金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
配
当
等
を
実
施
す
べ

き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
法
第
八
十
五
条
第
一
項
中
『
第

八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
債
梱
者
』
と
あ
る
の

は
『
民
事
軌
行
規
則
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
鏑
用
す

る
第
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
櫓
者
」
と
、
法
第
百
六

十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
三
砿
務
考
』
と
あ
る

．
の
は
『
発
行
者
」
と
、
同
条
第
三
号
中
『
執
行
官
」
と
あ

る
の
は
「
軌
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
露
め

る
者
」
と
晩
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

．
（
第
三
債
務
者
の
供
託
）

弓
〃
〃

第
百
五
十
条
の
十
二
（
略
）

（
第
三
債
務
者
の
供
托
）

第
白
五
十
条
の
十
一
．
（
同
上
）

訓
‐
第
三
債
務
者
は
、
澗
引
割
剰
の
規
定
に
よ
る
供
托
を
Ｌ
た

と
き
は
、
当
服
供
舵
を
し
た
こ
と
を
執
行
戯
判
所
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百

三
十
八
条
の
娩
定
を
鑓
用
す
る
・

刎
‘
楚
押
え
に
係
る
註
子
肥
録
債
指
に
つ
い
て
第
一
項
刻
剖
蜘

荊
訓
認
剰
の
供
肥
が
あ
・
つ
た
こ
と
を
鉦
す
る
文
書
が
提
出
さ

れ
た
と
き
は
、
紋
判
所
書
記
官
は
、
当
醗
供
舵
を
Ｌ
た
こ

２
（
同
上
）

（
新
股
）
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た
こ
と
に
よ
る
支
払
等
記
録
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
。
↓

（
債
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
等
）

第
百
五
十
条
の
十
五
法
第
百
四
十
四
条
（
第
一
・
項
た
だ
Ｌ

書
を
除
く
ｃ
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条

、
法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
条
、
法
第
百
五
十
三

条
か
ら
法
第
百
五
十
五
条
ま
で
（
同
条
第
二
項
を
除
く
。

）
、
法
鞆
百
五
十
七
条
か
ら
法
蕊
百
六
十
条
ま
で
（
法
第

百
五
十
九
条
第
六
項
を
除
く
。
）
１
割
剰
矧
司
剴
刊
河
引
劉
創
馴

割
引
、
法
第
百
六
十
四
条
及
び
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
（

Ｇ

第
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条

、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
；
一
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
七
条

の
三
ま
で
、
第
百
四
十
四
条
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項

の
規
定
は
敏
子
記
録
傭
権
執
行
に
つ
い
て
、
前
条
第
五
項

の
規
定
は
転
付
命
令
が
効
力
を
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、

法
第
八
十
四
条
、
法
第
八
十
五
条
、
法
第
八
十
晦
条
か
ら

法
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を

除
く
’
）
並
び
に
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
一
・
条
ま
で
の

規
定
は
趣
子
記
録
償
権
執
行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施

す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
ｃ
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
そ
の
債
樋
の
債

務
者
（
以
下
『
第
三
侭
務
者
』
と
い
う
。
）
』
と
あ
る
の

は
「
当
骸
芯
子
記
録
債
梅
の
趣
．
子
記
録
を
し
て
い
る
趣
子

偵
権
記
録
樋
間
」
と
、
法
第
百
四
十
七
条
並
び
に
第
百
三

十
三
条
鞆
一
項
、
蕊
百
三
十
五
条
並
び
に
第
百
三
十
六
条

第
一
項
及
び
第
三
項
中
『
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「

（
憤
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
等
）

第
白
五
十
条
の
十
五
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し

番
を
除
く
ゞ
）
、
法
第
百
四
十
六
条
、
法
第
百
四
十
七
条

．
法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
条
、
法
第
百
五
十
三

条
か
ら
法
第
百
五
十
五
条
ま
で
（
同
条
輔
二
項
を
除
く
・

）
、
法
第
百
五
十
七
条
か
ら
法
第
百
六
十
条
ま
で
（
法
第

百
五
十
九
条
第
六
項
を
除
く
。
）
、
法
飾
百
六
十
四
条
及

び
法
鞆
百
六
十
六
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
並
び

に
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百

三
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
三
ま
で
、
第
百
四
十
四

条
及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
電
子
記
録
債
権

と
に
よ
る
支
払
等
記
録
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

執
行
に
つ
い
て
、
前
条
第
五
項
の
規
定
は
転
付
命
令
が
効

力
を
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四
条
、
法
第
八

十
五
条
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
第
九
十
二
条
ま
で
及
び

法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十

九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
勉
子
記
録
債
權
執

行
に
つ
き
紬
行
裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
四

条
第
二
項
中
「
そ
の
債
橘
の
債
務
者
（
以
下
「
第
三
債
務

者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
砿
尅
子
記
録
憤
権

の
愈
子
記
録
を
し
て
い
る
趣
子
憤
権
記
録
駿
関
」
と
、
法

第
百
四
十
七
条
並
び
に
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三

十
五
条
並
び
に
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「

第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
傭
務
者
及
び
敏
子
債
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も

法

第

百

六

第
三
憤
務
者
及
び
敵
子
憤
椹
記
録
撮
間
」
と
、
法
第
百
四

十
七
条
第
一
項
中
「
差
押
慣
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き

は
、
裁
判
所
魯
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官

は
』
と
、
法
第
百
五
十
七
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
二

項
」
と
１
掛
詞
判
司
対
Ｊ
川
「
斜
刎
斗
．
剃
引
刺
到
刊
引
温
剛
馴
創
叫

鋼
剖
副
鬮
劃
呵
樹
引
刈
引
呵
到
刷
酬
可
副
詞
州
釧
制
剴
墹
副
耐
到
到
刺

鋼
刷
『
梱
引
刈
司
１
４
割
割
．
呵
調
割
副
矧
痢
打
刻
創
剖
司
斗
馴
剥
刈
訓

十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
『
魂
百
五
十
条
」
と
あ
る

の
は
「
民
砺
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
』
と
．
同
条
第
一
・
項
及
び
第

三
項
並
び
に
法
第
百
六
十
五
条
第
三
号
中
『
執
行
官
」
と

あ
る
の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
鯉

め
る
者
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
法

第
百
六
十
五
条
第
一
号
中
『
第
百
血
十
六
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
一
項

』
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
五
十

七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
白
五
十
条
の
十

五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条
第
五
項
」

と
、
第
二
十
七
条
中
『
葦
押
価
権
者
及
び
債
務
者
』
と
あ

る
の
は
「
差
押
債
権
者
、
債
務
者
及
び
敵
子
傭
権
記
録
樋

椎
記
録
披
閤
』
と
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
『
策
押

‐
債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」

と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
、
法
第
百
五
十
七

条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
』
と
あ
る
の
は
「
民
事
執
行

規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
法
第
百
六
十
四

条
第
一
項
及
び
第
五
項
巾
『
第
百
五
十
条
」
と
あ
る
の
は

「
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て

鑓
用
す
る
第
百
五
十
条
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
法
飾
百
六
十
五
条
第
三
号
中
「
執
行
官
」
と
あ
る

の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
鯉
め
る

者
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
法
第
百

六
十
立
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
民
車
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
一
項
』
と

、
法
銅
百
六
十
六
条
第
一
項
諏
一
号
中
「
蕊
百
五
十
七
条

第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
・
五
十
七
条
第
五
項
」
と
、

第
二
十
七
条
中
一
差
押
債
権
者
及
び
債
務
者
』
と
あ
る
の

は
「
差
押
価
椎
者
、
償
傷
者
及
び
電
子
価
権
記
録
機
関
」

と
、
第
百
三
十
四
条
中
『
債
務
者
及
び
第
三
債
務
者
」
と

あ
る
の
は
『
憤
務
者
、
第
三
債
務
者
及
び
電
子
債
樋
記
録

搬
関
」
と
、
「
差
押
価
橘
者
」
と
あ
る
の
は
『
差
押
傭
悔

者
及
び
電
子
憤
権
記
録
織
閲
」
と
、
節
百
三
十
五
条
中
「

法
第
百
四
十
七
条
第
一
、
項
』
・
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条

の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第

一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ

る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
註
子
傭
権
記
録
磯
間
に
あ
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関
」
と
、
第
百
三
十
四
条
中
「
債
務
者
及
び
第
三
債
務
者

」
と
あ
る
の
は
『
債
務
者
、
第
三
償
務
者
及
び
註
子
憤
槽

記
録
權
関
」
と
、
「
差
押
債
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押

債
櫓
者
及
び
駐
子
債
権
配
録
椴
間
」
と
、
・
第
百
三
十
五
条

中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五

十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
舶
用
散
る
法
第
百
四
十
七

条
鋪
一
項
」
と
、
同
条
爾
一
項
中
『
次
に
掲
げ
る
事
項
』

と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
勉
子
偵
樋
記
録
観
閲

に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
ｏ
）
』
と

、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
種
類
及
び
額
．
（
金
銀
債
権
以
外

の
債
槽
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ

の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
雷
号
（
紅
子
記
録
債
梅
法

鯆
十
六
．
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録
響
号
を
い
う

。
）
そ
の
他
当
族
註
子
妃
録
債
梱
を
特
定
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
『
仮
珪
押
え
」
と
あ
る

、の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
・
と
、
『
差
押
命
令

、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
命

令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と
、
第
百

三
十
六
条
第
二
項
中
『
第
・
・
一
債
務
者
に
．
送
連
さ
れ
た
場
合

」
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
及
び
趣
子
偵
柑
記
録
磯
閲

に
送
違
さ
れ
た
場
合
』
‐
と
、
「
埜
押
価
梱
者
及
び
飾
三
債

務
者
』
と
あ
る
の
は
「
埜
押
傭
槽
群
．
第
三
債
務
看
及
び

愈
子
債
櫓
妃
録
観
閲
』
と
、
『
輔
三
便
務
者
は
笈
し
押
さ

え
ら
れ
た
債
櫓
に
つ
い
て
支
払
又
は
引
渡
し
を
し
て
は
な

ら
な
い
』
と
あ
る
の
は
『
第
三
債
務
者
は
蓬
し
押
さ
え
ら

れ
た
勉
子
紀
録
債
権
に
つ
い
て
支
払
を
し
て
は
な
ら
ず
、

，
Ｉ

っ
て
・
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
』
と
、
同

項
第
一
‐
号
中
『
そ
の
種
類
及
び
額
（
金
銭
偵
櫓
以
外
の
債

椛
●
腱
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は
『
そ
の
金

額
、
支
払
期
日
及
び
配
録
番
号
（
愈
子
配
録
憤
権
法
第
十

六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録
番
号
を
い
う
ｃ
）

そ
の
他
当
腋
趣
子
記
録
債
櫓
を
特
定
ず
る
た
め
に
必
要
な

事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
『
仮
差
押
え
」
と
あ
る
の
は

「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、
『
蓬
押
命
令
、
遼

押
処
分
又
は
仮
埜
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
命
令
又

は
仮
越
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と
、
第
百
三
十

六
条
第
二
覗
中
『
第
三
債
務
者
に
送
達
さ
れ
た
場
合
』
と

あ
る
の
は
『
第
三
債
務
者
及
び
註
子
憤
梱
記
録
樋
間
に
送

達
さ
れ
た
場
合
」
と
、
『
差
押
債
槽
音
及
び
第
三
債
務
考

』
と
あ
る
の
は
『
埜
押
債
横
者
、
第
三
債
務
春
及
び
駐
子

債
拒
紀
録
椴
間
」
と
．
「
第
三
債
務
考
は
楚
し
押
さ
え
ら

れ
た
債
櫓
腱
つ
い
て
支
払
又
は
引
渡
し
を
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
あ
る
の
・
は
『
第
三
債
務
者
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た

趣
子
記
録
債
権
に
つ
い
て
支
払
を
し
て
は
な
ら
ず
、
趣
子

傭
権
配
録
機
関
は
垂
し
押
さ
え
ら
れ
た
吐
子
記
録
債
橿
に

つ
い
て
趣
子
記
録
を
Ｌ
・
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
第
百
三
十

七
条
中
．
『
法
．
第
百
五
十
五
条
第
四
項
』
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
醜
用
す
る
法
第
百
五

十
五
条
第
四
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「

法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条

の
十
筵
第
一
・
項
爬
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第

五
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
中
『
法
第
百
五
十
五
条
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六
十
四
条
露
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
扇
百
五
十
条
の
十
五

節
一
項
に
お
い
て
畑
用
す
る
法
第
百
六
．
十
四
条
第
一
項
」

と
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
』
と
あ
る
の
は
「

第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
瀬
用
す
る
法
第
百

‐
四
十
七
条
第
．
一
項
」
と
、
前
条
第
立
項
●
中
．
「
趣
子
記
録
偵

櫨
服
渡
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
篇
百
五
十
条
の
十
五
第
・
一

項
に
お
い
て
畑
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定

ｂ

す
る
紀
付
命
令
」
と
、
法
第
八
十
四
条
鰯
一
項
中
「
代
金

の
納
付
が
あ
っ
た
』
と
あ
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

中
『
代
金
の
納
付
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
『

不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
条

第
二
項
中
『
代
金
が
納
付
さ
れ
た
』
と
あ
る
の
は
「
配
当

惇
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
法
第
八
十
五
条

愈
子
債
槽
記
録
観
閲
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
駐
子
記
録
債

擢
に
つ
い
て
註
子
肥
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
第
百

三
十
七
条
中
『
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
甲
用
す
る
法
第
’

百
五
十
五
条
第
四
項
」
と
・
・
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一
・
項

中
『
法
鱒
百
五
十
五
条
篇
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
輔
百
五

十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
釘
百
五
十
五

条
第
五
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
中
『
法
第
百
五
十

五
条
第
六
項
」
と
あ
・
る
の
は
，
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
』
と
、

．
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十

条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
鯛
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条

鋪
四
項
又
は
第
五
項
」
と
、
第
百
四
十
四
条
中
「
法
第
百

第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に

お
い
て
融
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と
、
「
同

条
第
四
項
又
は
第
五
項
』
と
あ
る
の
は
『
第
百
五
十
条
の

十
五
鋪
一
項
に
お
い
て
鑓
凧
す
る
法
第
百
五
士
五
条
第
四

項
又
は
第
五
項
」
と
、
第
百
四
十
四
条
中
『
法
第
百
六
十

四
条
第
一
項
』
と
あ
る
の
は
「
鋪
百
五
十
条
の
十
五
第
一

項
腱
お
い
て
蟻
用
す
る
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
』
と
、

第
百
四
十
七
条
流
二
項
中
『
前
項
』
と
あ
る
の
は
『
第
百

五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
’
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十

七
条
第
一
項
」
と
、
前
条
第
五
頂
中
「
吐
子
紀
録
贋
掘
頗

渡
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に

お
い
て
単
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

転
・
付
命
令
」
と
、
法
第
八
十
四
条
第
一
項
中
（
代
金
の
納

付
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
岡
条
卿
三
項
及
び
第
四
項
中
．
『

代
金
の
納
付
』
と
あ
り
、
節
五
十
九
条
第
一
項
中
『
不
動

産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
』
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
二

項
中
『
代
金
が
納
付
さ
れ
た
』
と
あ
る
の
は
「
配
当
等
を

実
施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
』
と
、
法
第
八
十
五
条
第
一

項
中
『
第
八
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
債
櫨
者
』

と
あ
る
の
は
『
民
亭
執
行
規
則
篇
百
五
十
条
の
十
五
第
一

項
に
お
い
て
甑
用
す
る
第
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
梱

者
」
と
既
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
八
条
関
係
ｌ
民
事
保
全
規
則
（
平
成
二
年
最
高
級
判
所
規
則
第
三
号
）

（
開
示
義
務
番
の
宣
管
）

第
百
八
十
五
条
（
略
）

２
民
車
肌
舩
規
則
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
剰
刮
謝
剰
ま
で

の
規
定
は
、
開
示
農
務
者
の
江
誓
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
項
中
『
第
八
十
七
条
筑
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
偵
櫓

者
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
軌
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五

第
一
項
に
お
い
て
鵡
用
す
る
節
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る

債
権
者
」
と
談
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
（
略
）

粥
匹
十
一
条
低
通
梼
・
え
α
“

差
押
命
令
又
は
整
押
処
分
の

て
ま
、
去
踊
五
十
榮
踊
五
師

削 り

ロ
ロ
歩
む
』
〃
剖
叩
上
詞
』
岸
ヨ

２
（
同
上
）

（
開
示
擾
務
者
の
宣
誓
〉

第
白
八
十
五
条
（
同
上
）

２
民
市
訴
訟
規
則
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
矧
呵
割
判
ま
で

の
規
定
は
、
開
示
範
務
者
の
宣
誓
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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行
法
剰
司
．
叫
刊
剥
刑
剰
封
制
到
到
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
差

押
命
令
を
発
し
た
紋
判
所
（
差
押
処
分
の
送
迎
を
受
け
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
峡
差
押
処
分
を
し
た
栽
判
所
書
記

官
）
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
‐

２
（
略
）

（
損
替
社
債
毎
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
軌
行
）

第
四
十
二
条
（
略
）

２
法
第
五
十
条
露
二
項
及
び
第
三
項
、
民
事
秋
行
法
第
百

四
十
六
条
．
同
法
第
百
四
十
．
七
条
及
び
同
法
第
百
四
十
九

条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
執
行
規
則
第
百
三

十
五
条
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

同
規
則
第
百
三
十
八
条
．
同
規
則
節
百
四
十
七
条
第
二
項

・
同
規
則
第
百
五
十
条
の
・
一
（
第
一
項
、
第
一
・
項
及
び
第

八
項
を
除
く
。
）
、
同
規
則
第
百
血
十
条
の
四
並
び
に
同

規
則
第
百
五
十
条
の
六
（
剰
ゴ
コ
判
別
制
剃
珂
画
風
副
噺
閣
を
除

く
。
）
の
規
定
は
．
姪
替
什
憤
埠
に
関
す
る
仮
珪
押
え
の

執
行
に
つ
い
て
融
用
す
る
。
こ
の
喝
合
に
お
い
て
、
法
第

五
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規

則
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
債

務
者
』
と
あ
る
の
は
「
発
行
者
」
と
、
一
金
銭
の
支
払
を

目
的
と
す
る
個
権
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
紬
行
規
則
第
百

五
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
限
響
債
淳
又
は
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
磁
替
断
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社

債
』
と
、
民
事
納
行
法
第
百
四
十
上
条
第
一
項
中
『
差
押

債
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」

と
あ
る
の
は
「
歳
判
所
書
記
官
は
」
と
、
同
条
及
び
民
事

行
怯
翻
司
引
判
Ｈ
封
副
詞
剰
剴
割
倒
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
。
差

押
命
令
を
発
し
た
紋
判
所
（
差
押
処
分
の
送
迪
を
受
け
た

鍋
合
に
あ
っ
て
は
、
当
肱
差
押
処
分
を
し
た
奴
判
所
書
記

官
）
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

２
（
同
上
）

（
振
替
社
債
等
挺
関
す
る
仮
差
押
え
の
微
行
）

第
四
十
二
条
（
同
上
）

２
法
輔
五
十
条
蕊
二
項
及
び
範
三
項
、
民
事
軌
行
法
輔
百

四
十
六
条
、
同
法
第
百
四
十
七
条
及
び
同
法
第
百
四
十
九

条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
欲
行
規
則
第
百
三

十
五
条
．
同
規
則
第
百
三
十
六
条
篭
一
項
及
び
第
三
項
、

同
規
則
第
百
三
十
八
条
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項

、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
三
（
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

八
項
を
除
く
。
）
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
四
並
び
に
同

規
則
第
百
五
十
条
の
六
（
期
ゴ
ヨ
謝
倒
閏
を
除
く
。
）
の
規

定
は
．
隈
替
祉
憤
導
に
閲
す
る
仮
差
押
え
の
納
行
に
つ
い

て
躯
用
す
る
。
こ
の
娚
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
条
第
二

項
中
『
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
三

条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
『
第
三
債
務
者
」
と
あ

る
の
は
『
発
行
者
」
と
．
「
金
鍍
の
支
払
を
目
的
と
す
る

憤
権
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
紬
行
規
則
第
百
五
十
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
眠
替
償
等
又
は
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
掻
替
新
株
予
約
梅
付
祉
傭
に
つ
い
て
の
祉
憤
」
と
、
民

事
軌
行
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押
債
擢
者
の
申

立
て
が
あ
る
と
き
は
、
栽
判
所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は

「
裁
判
所
書
記
官
は
』
と
、
同
条
及
び
民
事
執
行
規
則
第
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軌
行
規
則
第
百
三
十
五
条
中
『
鯆
三
償
務
者
』
と
あ
る
の

は
「
握
替
樋
閲
等
（
買
取
鮪
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
埜
押

え
の
執
行
に
あ
っ
て
は
、
買
取
口
座
開
設
鰻
替
磯
閲
等
）

」
と
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
『
法
第
五
十
条
第
五
項
に

お
い
て
畑
用
す
る
民
事
軌
行
法
潮
司
副
刊
呵
対
劉
劃
劃
凹
詞
●
」

と
あ
る
の
は
『
節
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
砧
肘
す
る

民
事
軌
行
規
則
剃
司
割
．
刈
詞
呵
制
討
制
剴
卸
と
、
同
規
則

第
百
三
十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
あ
る

の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
．
同
条
第
一
項
第

二
号
中
『
弁
済
の
堂
思
」
と
あ
る
の
は
「
披
替
又
は
抹
澗

の
申
附
（
買
取
硝
求
株
式
坤
に
関
す
る
仮
埜
押
え
の
軌
行

に
あ
っ
て
は
、
倣
替
の
申
鮪
）
等
」
と
、
『
弁
済
す
る
』

と
あ
る
の
は
『
擾
谷
若
し
く
は
抹
消
（
買
取
鯖
求
株
式
等

に
関
す
る
仮
埜
押
え
の
軌
行
に
あ
っ
て
は
、
掻
替
）
を
行

う
』
と
、
『
弁
済
Ｌ
な
い
』
と
あ
る
の
は
「
擬
替
若
Ｌ
く

は
抹
澗
（
買
取
踊
求
株
式
等
に
閲
十
る
仮
差
押
え
の
執
行

に
あ
っ
て
は
、
握
替
）
を
行
わ
な
い
」
と
、
同
項
第
四
号

中
『
仮
差
押
え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮

処
分
』
と
、
『
遅
押
命
令
．
差
押
処
分
又
は
仮
珪
押
命
令

」
と
あ
・
る
の
は
『
差
押
命
令
又
は
仮
埜
押
命
令
若
し
く
は

仮
処
分
命
令
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び

鞆
三
項
中
「
第
三
侭
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
擾
替
機
関
等

（
買
・
取
硝
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
差
押
え
の
執
行
に
あ
っ

て
は
《
頁
取
口
座
開
設
擬
梼
侭
関
棒
及
び
発
行
者
）
」
と

、
．
同
規
則
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
『
法
潮
司
副
刊
呵
刺
副
詞

百
三
十
五
条
中
「
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
．
「
擬
替
撹

関
等
（
質
取
鯛
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
埜
押
え
の
執
行
に

あ
っ
て
は
、
賀
取
口
座
開
設
握
替
磯
閲
等
）
」
と
、
第
四

十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
五
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
民
事
軌
行
法
剃
割
引
制
呵
利
劉
劉
到
．
朝
〕
と
あ
る
の
は

『
第
四
十
二
条
流
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
亭
航
行
規

則
荊
司
副
判
河
剰
刺
剥
副
劃
司
刺
●
」
と
、
問
規
則
第
百
三
十
五

条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
晦

保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
弁

済
の
庖
思
」
と
あ
る
の
は
「
擾
替
又
は
抹
消
の
申
賄
（
買

取
胴
求
株
式
陣
に
・
関
す
る
仮
埜
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

、
披
替
の
．
申
納
）
等
』
と
、
「
弁
済
十
る
」
と
あ
る
の
は

「
概
替
若
し
く
は
抹
消
（
貢
取
鮪
求
株
式
等
に
関
す
る
仮

差
押
え
の
軌
行
に
あ
っ
て
は
、
擾
替
）
を
行
う
」
と
、
「

弁
済
し
唯
い
」
と
あ
る
の
は
「
援
替
若
し
く
は
抹
消
（
買

取
鯖
求
株
式
等
に
関
す
る
仮
埜
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は

、
振
替
〉
を
行
わ
な
い
」
と
、
同
項
第
四
号
中
『
仮
鶴
押

え
』
と
あ
る
の
は
「
仮
埜
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、

「
差
押
命
令
、
埜
押
処
分
又
は
仮
埜
押
命
令
』
と
あ
る
の

は
『
埜
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令

』
と
、
同
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「

第
三
償
務
考
』
と
あ
る
の
は
『
掻
替
機
関
等
（
買
取
鯖
求

妹
式
等
に
関
す
る
仮
埜
押
え
の
執
行
に
あ
っ
て
は
・
買
取

口
座
開
股
擾
智
微
関
等
及
び
発
行
者
）
」
・
と
、
同
規
則
第

百
三
十
八
条
第
一
項
中
『
法
矧
劃
副
刊
呵
対
型
詞
劃
斗
到
」
と
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鯏
刺
副
郵
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第

二
項
に
お
い
て
蛾
用
す
る
剰
司
剥
莉
司
調
刎
剥
剥
制
『
判
」
と

・
同
条
第
三
項
中
『
蓬
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押

命
令
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令
」
と
、
「
埜
押
命
令

を
発
し
た
裁
判
所
（
埜
押
処
分
が
先
に
送
連
さ
れ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
腋
差
押
処
分
を
し
た
紋
判
所
魯
記
官
）

』
と
あ
る
の
は
『
仮
蛙
押
命
令
●
を
発
し
た
織
判
所
』
と
、

・
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
『
前
項
」
と
あ
る
の
は

・
・
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
・
に
お
い
て
軍
用
す

る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

》
（
》
●（

愈
子
記
録
償
梅
に
閲
す
る
仮
珪
押
え
の
航
行
）

第
四
十
二
条
の
二
（
略
）

２
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
鐺
三
項
、
民
率
執
行
法
第
百

四
十
五
条
第
四
項
、
同
法
第
百
四
十
六
条
、
同
法
第
百
四

十
七
条
、
問
法
第
百
四
十
九
条
．
、
同
法
第
百
五
十
条
、
問

・
法
第
百
五
十
三
条
並
び
に
同
法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
及
・

び
第
六
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
執
行
規
則

第
百
三
十
三
条
の
二
、
同
規
則
輔
百
三
十
五
条
、
同
規
則

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
同
規
則
第
百
三
十

八
条
、
同
規
則
鈍
百
四
十
七
条
輔
二
項
《
問
規
則
第
百
五

十
条
の
十
（
第
一
項
及
び
鯖
十
一
項
を
除
く
。
）
、
岡
規

則
第
百
五
十
条
の
十
二
（
痢
ヨ
刺
副
劉
叫
潤
制
謝
謝
劉
閣
を
除

，
く
。
）
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
並
び
に
同

規
則
第
百
五
十
条
の
十
六
の
規
定
は
、
趣
子
記
録
債
梅
に

関
ず
る
仮
整
押
え
の
軌
行
に
つ
い
て
箪
用
ず
る
，
こ
の
場

／

（
駐
子
記
録
債
椹
に
関
十
る
仮
埜
押
え
の
執
行
）

ｇ

第
四
士
二
条
の
二
（
同
上
）

２
注
第
五
十
条
第
二
項
及
び
篇
三
項
●
、
民
事
執
行
法
第
百

四
十
五
条
第
四
項
、
同
法
第
百
四
十
六
条
、
同
法
第
百
四

十
七
条
、
同
法
鋪
百
四
十
九
条
．
、
伺
法
第
百
五
十
条
、
同

法
第
百
五
十
三
条
並
び
に
同
法
鰯
百
六
十
四
条
第
五
項
及

び
第
六
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
民
事
執
行
規
則

第
百
三
十
三
条
の
二
、
岡
規
則
第
百
三
十
五
条
、
同
規
則

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
同
規
則
第
百
三
十

八
条
、
同
規
則
鋪
百
四
十
七
条
第
二
項
、
同
規
則
第
百
五

十
条
の
十
（
第
一
項
及
び
鰯
十
一
項
を
除
く
。
）
、
間
規

則
第
百
五
十
条
の
十
二
（
剰
剴
詞
剴
劉
閣
を
除
く
。
）
、
同

規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
並
び
に
同
規
則
第
百
五

・
十
条
の
十
六
の
規
定
は
、
勉
子
記
録
砿
悔
に
関
す
・
る
仮
埜

押
え
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
栂
合
に
お
い
て

あ
る
の
は
『
民
蛎
保
全
規
則
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い

●

て
単
用
す
る
剰
司
劃
判
珂
剰
刎
剥
劉
到
ヨ
判
」
と
、
同
条
第
三

項
中
『
越
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
蓬
押
錆
令
』
と
あ

る
の
は
「
・
仮
埜
押
命
令
』
と
へ
，
一
蓬
押
命
令
を
発
し
た
裁

判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送
逮
さ
れ
た
喝
合
に
あ
っ
て
は

、
当
醸
楚
押
処
分
を
し
た
裁
判
所
香
記
官
）
」
と
あ
る
の

は
『
仮
箆
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
」
と
、
同
規
則
第
百

四
十
七
条
第
二
項
中
『
前
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全

規
則
第
四
十
二
条
鋪
二
項
に
お
い
て
単
用
す
る
法
鰯
百
四

十
七
条
第
一
項
」
・
と
脇
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
条
第
二
項
中
『
前
項
』
と
あ
る

の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
一
噸
」
と

民
享
執
行
法
鈍
百
四
十
五
条
第
四
項
中
「
第
百
五
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
』
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第

勺

四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
三

条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
百
四
十
七
条
第
一

項
中
一
差
押
債
術
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
織
判
所

書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
哉
判
所
書
記
官
は
。
』
と
、
同

条
並
び
に
民
事
軌
行
規
則
第
百
三
十
五
条
並
び
に
同
規
則

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
蕊
三
項
中
「
第
三
債
務
者
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
憤
務
者
及
び
冠
子
債
権
記
録
撮
間
」

と
、
同
法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
中
『
第
白
五
十
条
』
と

あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
一
第
二
項
に

お
い
て
露
用
す
る
第
百
五
十
条
」
と
、
第
四
十
一
条
第
一

項
中
「
法
第
五
十
条
第
五
頃
に
お
い
て
姻
用
す
る
民
事
軟

行
法
剰
剤
。
判
Ｈ
刹
副
詞
烈
刺
副
別
」
と
あ
る
の
は
「
蕊
四
十
二

条
の
二
蘭
二
項
に
お
い
て
砿
用
す
る
民
事
軌
行
規
則
第
司

到
判
剖
詞
刎
判
刈
斗
剰
呵
制
郵
と
、
同
規
則
第
白
三
十
三
条
の

二
中
「
法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
』
と
あ
る
の
は
「
民
事

保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
糊
す
る

法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
一
法
蕊

百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
蕊
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事

保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
殖
剛
す
る

法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
鯛
二
項
」
と
、
同
規
則
第

百
三
十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
あ
る
の

は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て

、
法
第
五
十
条
第
二
項
巾
「
前
項
』
と
あ
る
の
は
『
民
事

保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
」
と
．
民
事
帆
行
法

第
百
四
十
五
条
第
四
項
巾
『
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の

二
第
二
項
に
お
い
て
罐
用
す
る
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又

は
鞆
二
項
」
と
、
同
法
第
百
四
十
七
条
第
一
唄
中
「
差
押

傭
権
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
鮫
判
所
香
記
官
は
」

と
あ
る
の
は
『
扱
判
所
書
配
官
は
」
と
、
同
条
並
び
に
民

京
軌
行
規
則
第
百
三
十
五
条
並
び
に
同
規
則
第
百
三
十
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
巾
『
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は

「
蕊
三
値
務
者
及
び
矼
子
憤
櫓
紀
録
樋
閣
』
と
、
同
法
第

百
六
十
四
条
第
五
項
中
「
第
百
五
十
条
」
と
あ
る
の
は
『

民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
畑
用

す
る
第
百
五
十
条
』
と
、
蕊
四
十
一
条
第
一
項
中
『
法
第

五
十
条
第
五
項
に
お
い
て
寵
用
す
る
民
事
軌
行
法
荊
乱
．
叫

冊
刮
剖
詞
剰
剴
割
別
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
の
二
第
二

項
に
お
い
て
鑓
用
す
る
民
事
軌
行
規
則
剰
剤
副
刊
Ⅶ
剰
刷
刊
呵

ゴ
封
到
。
呵
刈
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
三
条
の
二
中
『
法
第

百
四
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第

四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十

五
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
『
法
蕊
百
五
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
率
保
全
規
則
第

四
十
二
条
の
二
第
二
頃
に
お
い
て
姻
用
す
る
法
第
百
五
十

三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
五
条

中
「
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
一
と
あ
る
の
は
「
民
事
保

全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
単
用
す
る
法
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法
剰
ヨ
コ
判
Ｈ
矧
副
詞
翻
呵
詞
型
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規

則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
竃
用
す
る
剰
刮
。
叫

刊
型
剰
刎
叫
到
斗
剰
刺
渕
刈
」
と
、
伺
条
第
三
項
中
「
達
押
命
令

、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
『
仮
差
押

命
令
」
と
、
『
差
押
命
令
を
発
Ｌ
た
戴
判
所
（
差
押
処
分

が
先
に
送
達
さ
れ
た
溺
合
に
あ
っ
て
は
？
当
砿
差
押
処
分

を
し
た
織
判
所
書
記
官
）
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
命
令

を
発
し
た
餓
判
所
』
と
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
第
二
頃

中
「
前
項
』
と
あ
る
の
は
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
寵
用
す
る
法
蕊
百
四
十
七
条
第
一

項
』
と
、
同
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
中
一
餉
項

に
お
い
て
単
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
一
・
条
の
二
第

鑓
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
伺
条
館
一
項

中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
。
『
次
に
掲
げ
る
事

項
（
虹
子
債
権
記
録
樋
間
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
を
除
く
，
）
』
と
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
種
類

及
び
額
（
金
銭
債
権
以
外
の
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内

容
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録

〃

昏
号
（
趣
子
記
録
侭
櫓
法
第
十
六
条
第
一
項
第
七
蹄
に
規

定
す
る
記
録
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
当
肱
載
子
記
録
価

櫨
を
特
定
す
る
た
め
に
必
璃
な
耶
項
」
と
、
同
項
弗
四
号

中
｛
」
仮
埜
押
え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮

処
分
』
と
、
「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令

」
と
あ
る
の
は
『
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は

仮
処
分
命
令
」
と
．
同
規
則
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
『

河
‐
斜
刺
引
コ
別
」
と
あ
る
の
は
『
民
海
保
全
規
則
第
四
十
二

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
砿
用
す
る
瀬
割
剴
叫
Ｈ
副
科
刎
叫
刈
イ

列
剴
副
劃
と
、
同
条
第
三
項
中
『
差
押
命
令
、
差
押
処
分

又
は
仮
遥
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
『
仮
差
押
命
令
」
と

「
差
押
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
（
差
押
処
分
が
先
に
送
運

さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
砿
遷
押
処
分
を
し
た
裁
判

所
寄
記
官
）
」
と
あ
る
の
は
『
仮
差
押
命
令
を
発
し
た
織

判
所
』
と
、
同
規
則
第
百
四
十
七
条
詞
二
項
中
「
前
項
」

と
あ
る
の
は
「
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
順

に
お
い
て
準
用
十
る
法
第
百
四
十
七
条
蕊
一
項
」
と
．
同

規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
二
項
中
「
前
項
に
お
い
て
融

用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
』
と
あ
る

の
は
『
民
事
保
全
規
則
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い

第
百
四
十
七
条
穂
一
項
」
と
、
同
条
魏
一
項
中
「
次
に
掲

げ
る
亨
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
危
子
憤

権
詑
録
侭
間
に
あ
っ
て
は
・
第
二
号
に
掲
げ
る
亭
項
を
除

く
《
）
』
と
、
同
項
第
一
号
中
『
そ
の
殖
類
及
び
額
（
金

賎
債
権
以
外
の
債
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
器
号
（
愈
子

記
録
憤
権
法
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録

唇
号
を
い
う
．
）
そ
の
他
当
雅
愈
子
記
録
債
権
を
特
定
十

る
た
め
に
必
要
な
事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
楚
押

え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、

「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の

は
「
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令

」
と
、
同
規
則
第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
『
法
荊
‐
司
刮
判
呵
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第
九
条
関
係
ｌ
犯
罪
収
益
に
係
る
保
全
手
凝
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
ト
ー
年
最
高
哉
判
所
規
則
第
十
号
）

（
債
梱
の
没
収
保
全
に
係
る
債
●
務
者
の
供
駈
の
事
傭
届
の

方
式
等
〉

第
十
条
法
第
三
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執

行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
荊
鄙
副
刊
呵
刺
到
詞
墹

・
刺
詞
別
又
は
次
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
『
事
愉
届
」
と
い
う
．
）
に
．
つ
い
て
は
、
民

事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
商
紋
判
所
規
則
第
五
号

）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
軍
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
『
睦
押
債
権

者
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
、
『
被
告
・
人
又
は
被
疑
者

二
項
に
お
い
て
砿
用
す
る
法
第
百
土
十
三
条
第
一
項
又
は

第
二
項
」
と
暁
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

新

（
債
槽
の
没
収
保
全
に
係
る
．
債
務
者
の
供
托
の
率
傭
届
の

方
式
等
）

第
十
条
法
第
三
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
執

行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
鯛
封
引
刈
Ｈ
割
副
詞
羽

ヨ
刺
『
又
は
次
条
鯆
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
『
事
愉
届
』
と
い
う
．
）
に
つ
い
て
は
、
民

事
軌
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
商
銭
判
所
規
則
第
五
号

）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

・
る
口
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
『
差
押
債
梅

十
ご

者
及
び
憤
務
者
．
』
と
あ
る
の
は
、
「
被
告
人
又
は
被
疑
者

て
軍
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
』
と

暁
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

～

旧
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ゾ

筋
十
条
関
係
ｌ
民
事
再
生
規
則
（
平
成
十
二
年
赴
高
哉
判
所
規
則
第
三
号
）

及
び
債
樋
考
」
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
’
３
（
略
〉

（
支
障
部
分
の
閲
鷺
幕
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法

第
十
七
条
）

第
十
条
（
略
）

２
．
（
略
）

３
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
腋
申
立
て
に
係

る
文
寄
等
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を
も
作
成
し
、

戟
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
剣
矧
刊
凱
ｌ
岡
矧
『

１
４
．
５
（
略
）

新

－

〈
支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法

、
第
十
七
条
）
・

第
十
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
一
頃
の
申
立
て
を
ホ
る
と
き
は
、
当
腋
申
立
て
に
係

る
文
書
淳
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を
も
作
成
Ｌ
、

裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
債
梱
考
」
と
胱
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．

２
．
３
（
同
上
）

４
．
５
（
同
上
）

旧

I

7172－



71第
十
一
条

し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
眼
申
立
て
に
係
る
文
書
等
か

に
関
し
て
は
、
引
刎
倒
劇
刺
回
割
引
叫
刎
叫
制
阿
叫
、
民
事
所
詮

規
則
（
平
成
八
年
最
高
紋
判
所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
４

同
規
則
第
三
十
条
の
二
（
映
像
と
音
声
の
送
受
伯
に
よ
る

（
民
事
翫
訟
規
則
の
準
用
・
法
鯆
十
八
条
）

卸
”
砿

を
準
用
す
る
。

（
民
亨
訴
訟
規
則
の
姻
用
・
法
第
十
八
条
）

第
十
一
条
剛
剖
割
可
閃
に
閲
し
て
は
、
糊
酬
渕
叫
園
洲
剴
刈
捌
剥
到

（
新
股
）

（
新
般
）

劉
剖
鯏
剥
矧
司
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
商
織
判
所

規
則
第
五
号
）
の
規
定
を
通
用
す
る
。

74 73

第
十
一
条
関
係
ｌ
犯
罪
被
害
者
等
の
櫓
利
利
益
の
保
磯
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
Ｎ
随
す
る
描
画
に
関
す
る
規
則
（
平
成
ト

ー
年
最
高
級
判
所
規
則
第
十
三
号
）
。

１
２
（
略
）

f 1
十
丸
昇
脳
雰
声
囲
に
錨
定
す
兵
専
層

て
の
刑
事
斫
詮
手
続
に
お
け
る
和
離

い
て
は
、
民
車
斫
舩
規
則
（
平
成
八

雨
五
号
）
第
一
綱
第
三
箪
第
一
節
一

別
代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び

劇
１
劃
割
升
河
。
型
剣
刈
Ｈ
劃
コ
ュ
列
剰
ゴ

判
到
剥
判
河
ゴ
劃
創
刊
何
コ
割
コ
ゴ
列
剖
鬮

肘
す
る
、
ゴ
皿
刈
剣
割
引
叶
制
刈
副
Ⅵ
１
訓

正 剛

凸 洞

も 篭

H・ 申

叉 閉
'膚 錐

２
（
同
上
）

底
中
断
融
朗
側
俄
鞭
冗
）

九
条
法
第
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
卜

の
刑
事
斫
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
間
す
る
手
睡

て
は
、
民
事
腓
腿
規
．
剛
（
平
成
八
年
最
商
級
判
露

五
号
）
第
一
縞
第
三
寧
第
一
節
（
避
定
当
事
者
則

代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
｝
及
び
第
四
節
の
晩
宝

76 75



戸

ill
第
十
二
条
関
係
ｌ
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
昭
援
助
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
最
商
銭
判
所
規
則
第
十
七
号
）

II||
（
支
臆
部
分
の
閲
乾
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法

第
十
四
条
）
・

節
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
肱
申
立
て
に
係

笠

る
文
書
群
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を
も
作
成
し
、

餓
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
荘
い
。
矧
剖
罰
則
１
副
劉
剰

第
十
二
条

４
．
５
（
略
）

刎
釧
副
割
引
刈
刺
釧
刎
卸
制
邦
可
可
割
劃
剖
副
引
判
測
矧
剖
副
剥
ｌ

（
民
率
脈
訟
規
則
の
姻
用
．
．
法
篇
十
五
条
）

新

●

（
支
障
部
分
の
閲
覧
都
の
制
限
の
．
申
立
て
の
方
式
等
・
法

第
十
四
条
）
・

第
十
一
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
一
頃
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
腋
申
立
て
に
係

る
文
書
等
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を
も
作
成
し
、

裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
同
上
）

（
民
事
既
訟
規
則
の
姻
用
・
法
第
十
五
条
）

鯖
十
二
条
澗
刺
劉
矧
醐
型
剖
函
に
関
し
て
は
、
糊
胡
閥
刎
制
制
矧
酬

（
新
．
股
）

（
新
般
）

旧

、

－77－－78－

第
十
三
条
関
係
Ｉ
会
社
更
生
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
栽
判
所
規
則
第
二
号
）

！

剰
剥
綱
に
関
し
て
は
、
判
副
制
掴
剖
到
到
叫
ｕ
剖
判
叫
剛
刷
即
民
事

刺
封
釧
珂
判
別
引
到
割
副
制
剰
糊
副
司
剖
削
塑
科
劉
鯛
剖
１
Ｊ
１
を
準９

用
す
る
。
．
．

所
舩
規
則
の
規
定

’
Ｐ

釧
刻
刷
司
司
剖
鯏
和
劃
、
民
事
解
舩
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
↑

４
〕

、

－79－－80－



61 4
叫
剖
列
叫
呵
剣
劇
皿
四
ｕ
１
到
科
糊
誠
刺
叫
制
副
判
Ｈ
舛
叫
刎
制
別
別
列

刺
Ｎ
４
１

７
伽
条
第
三
項
の
規
定
は
、
瀬
ゴ
詞
判
調
刻
１
剴
劉
型
詞
旦
刊
珂

第
十
条

1
蜘
剖
到
司
淵
刈
訓
刊
釧
刎
‐
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

刻
剤
剴
州
刺
の
規
定
に
よ
り

す
る
，

１
割
ｌ
を
準
用
す
る
。

閲
し
て
は
、
剖
州
副
哩
翻
到
到
叫
ｕ
判
別
副
呵
卯
、
民
事
斫
訟
規

則
（
平
成
八
年
最
癌
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
Ｊ
ヨ
剛

（
民
事
所
訟
規
則
の
準
用
・
法
蕊
十
三
条
）

５
（
略
）

に

６
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
卿
ゴ
ヨ
謝
判
剛
‐
刺
刺
到
剣
判
の
規

４
．
５
（
同
上
）

（
新
設
）

（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
・
法
第
十
三
条
）

第
十
条
刻
剖
割
剰
函
に
関
し
て
は
、
糊
訓
剰
切
泡
洲
剰
倒
珂
引
剖
『

剖
剃
烈
醐
可
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
人
年
最
高
裁
判
所
規

則
第
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
に
よ
り

が
提
出
さ
れ

8182

第
十
四
条
関
係
ｌ
人
事
既
訟
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
銭
判
所
規
則
流
二
十
四
号
）

21

（
進
行
協
鍛
期
日
に
お
け
る
餉
求
の
放
棄
及
び
鱒
鰭
・
法

第
三
十
七
条
）

第
三
十
条
（
略
）

第
三
十
四
条
第
三
十
条
（
進
行
協
継
期
日
に
お
け
る
狛
求

の
放
棄
及
び
蕗
鯖
〉
荊
斗
剴
釧
詞
割
当
卿
酬
剰
到
．
判
の
規
定
は

、
離
縁
の
訴
え
に
係
る
訴
舩
に
お
け
る
餉
求
の
放
棄
及
び

認
諾
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

洲
判
別
司
判
Ⅷ
４
１

（
進
行
協
鱗
期
日
に
お
け
る
納
求
の
放
棄
及
び
甥
路
・
法
（
進
行
協
議
期
日
に
お
け
る
鯖
求
の
放
棄
及
び
鶏
諾
・
法

第
四
十
四
条
）
第
四
十
四
条
）

行

新

（
進
行
協
儀
期
日
に
お
け
る
請
求
の
放
棄
及
び
認
騰
・
法

第
三
十
七
条
）

第
三
十
条
（
同
上
）

（
新
設
）

第
三
十
四
条
第
三
十
条
（
進
行
協
雛
期
日
に
お
け
る
謂
讃

の
放
棄
及
び
認
路
）
判
割
判
の
規
定
は
、
離
縁
の
訴
え
に
係

る
訴
訟
に
お
け
る
請
求
の
放
棄
及
び
配
諾
に
つ
い
て
鑓
用

す
る
。

旧

8384－



第
十
五
条
関
係
ｌ
人
事
解
戯
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
哉
判
所
規
則
第
二
十
四
号
）

（
進
行
協
雛
期
日
に
お
け
る
鯖
求
の
放
棄
及
．
ぴ
鰐
鯖
・
法

第
三
十
七
条
）

鋪
三
十
条
（
略
）

２
巡
行
協
醗
期
日
に
出
頭
し
な
い
で
民
事
腓
舩
規
則
第
九

十
六
条
（
音
声
・
の
送
受
侭
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
進

６

」

行
協
継
期
日
）
第
一
・
項
の
手
続
に
関
与
し
た
当
享
者
は
、
．

前
項
の
規
定
に
か
か
．
わ
ら
手
、
納
求
の
鱒
鯖
を
す
る
こ
と

I
那
で
き
な
い
３

新

I

（
進
行
協
継
期
日
に
お
け
る
鯖
求
の
放
棄
及
び
鱈
酷
・
法

↑
、

第
三
十
七
条
）

第
三
十
条
（
同
上
）

／

２
進
行
協
鮭
期
日
に
出
頭
．
し
な
い
で
民
事
斫
舩
規
則
節
九

十
六
条
（
音
声
の
送
受
侭
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
進

行
協
鱗
期
日
）
第
一
項
の
手
統
に
関
与
し
た
当
事
者
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鮒
求
の
配
膳
を
す
る
・
ご
と

凸
ｆ
■
凸

が
で
き
な
い
，

旧

！

－86＝ －85－

I

第
十
七
条
関
係
Ｉ
破
童
規
則
（
平
成
圭
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）

第
十
六
条
関
係
ｌ
仲
裁
関
係
事
件
手
続
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
栽
判
所
規
則
第
二
十
七
号
）

（
支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
写
・
法

第
十
二
条
）

第
十
一
条
（
略
）
柊

２
（
略
）

３
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
肱
申
立
て
に
係

る
文
書
そ
の
他
の
物
件
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を

・
も
作
成
し
、
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刺
‘

（
民
事
斫
舩
規
則
の
準
用
）
・

第
一
条
樹
訓
渕
刻
珂
剃
制
副
呵
引
馴
副
副
司
悶
剖
１
倒
剃
劉
燭
．
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
〉
の
規
定
（
他
の
法
律
に

お
い
・
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
で
次
条
に
お
い
て
同
じ
ｃ
；

‘
〉
に
よ
り
裁
判
所
が
行
う
予
続
に
関
し
て
は
、
召
刎
剛
詞
副

倒
討
判
引
列
叫
隅
刎
？
・
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁

，
判
所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
斗
副
利
矧
馴
剰
ヨ
刊
劉
割
コ
ゴ
判

1

｝
新新

を
単
用
す
る
。

、

（
支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法

第
十
二
条
）

第
十
一
条
（
同
上
）
ゞ

２
．
（
同
上
）

３
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
・
当
腋
申
立
て
に
係

る
文
書
そ
の
他
の
物
件
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を

も
作
成
し
、
栽
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
戦
ら
な
い
。

（
民
事
斫
訟
規
則
の
準
用
）

も

第
一
条
繩
剥
劉
画
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の

規
定
（
他
の
法
律
胸
お
・
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
吹

条
腱
お
い
て
同
じ
Ｇ
）
に
よ
り
裁
判
所
が
行
う
手
続
に
関

規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

準
用
す
る
。

し
て
は
、

泊旧

民
事
解
舩丘

の
規
定
を

－87－88 I
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剥
州
別
ｌ

●
７
前
条
第
三
項
の
規
定
は

刻
酬
口
叫
側
．
の
規
定
に
よ
り

61 4朔
十
二
条

酬
剣
到
司
淵
Ⅷ
副
剖
釧
刎
‐
が
提
出
さ
れ
た
鳴
合
に
つ
い
て
準
用

等
に
閲
し
て
は
、
割
引
呵
叫
叫
測
即
判
刷
莉
ｕ
剖
引
Ⅷ
剖
姻
川
訓
民
事
所

ｌ訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
鮫
判
所
規
則
鋪
五
号
）
の
規
定

す
る
。

閑
‘
ｑ
ｌ
訓
ｌ
を
準
用
す
る
．

（
民
事
訴
詮
規
則
の
準
用
・
法
第
十
三
条
）

５
（
略
）

そ
の
他
の
物
件
か
ら

１６
餉
条
第
三
項
の
規
定
は
、
潮
ゴ
詞
刻
判
叫
刺
刺
劉
剣
判
の
規

（
民
事
腓
訟
規
則
の
融
用
・
法
塀
十
三
条
）
・

鋼
十
二
条
馴
矧
副
汀
網
割
侭
閲
し
て
は
、
淵
叩
剰
刺
園
射
制
副
呵

引
刎
司
剖
鯏
副
醐
司
、
民
事
断
舩
規
則
（
平
成
八
年
最
高
級
判

所
規
則
第
五
号
）
の
規
定
を
勉
用
す
る
、

４
．
５
（
同
上
）

（
新
設
）

定
に
よ
り

た
場
合
に
つ
い
て
鑓
用
す
る
。

が
提
出
さ
れ

8990

第
十
八
条
関
係
ｌ
労
働
審
判
規
則
（
平
成
十
七
年
最
高
威
判
所
規
則
第
二
号
）

銅
（
非
訟
事
件
手
練
規
則
の
姫
用
）

第
三
十
七
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
労
働

三
十
七
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
労
働 十 f

審
判
事
件
に
関
し
て
は
、
非
舩
事
件
手
続
規
則
の
規
定
（

同
規
則
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
中
忌
避
に
閲

す
る
部
分
並
び
に
同
規
則
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
（
民

事
斫
訟
規
則
第
廿
判
川
ｑ
剥
剖
剛
閃
を
館
用
す
る
部
分
を
除
く

。
）
１
討
劃
斗
創
翻
刑
創
剛
．
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
及

び
第
五
十
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
ゴ
制
副
詞

号
中
合
に
お
い
て
、
非
舩
率
件
予
続
規
則
第
二
条
第
一
験
第
一

新

（
非
舩
事
件
手
続
規
則
の
憩
用
）

第
三
十
七
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
労
働

審
判
事
件
に
関
し
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
規
則
の
規
定
（

同
規
則
魂
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
中
忌
避
に
関

す
る
部
分
並
び
に
同
規
則
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
（
民

事
訴
舩
規
則
期
Ｈ
剴
吋
ｕ
剖
到
を
砿
用
す
る
部
分
を
除
く
。
）

、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
及
び
蕊
五
十
条
の
規
定
を

除
く
。
）
を
醜
用
す
る
。

（
新
設
）

ノ

旧

、

92 91



第
十
九
条
関
係
ｌ
会
社
非
舩
事
件
辱
手
純
規
則
（
平
成
十
八
年
最
商
飯
判
所
規
則
第
，
号
）

（
支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
）

第
十
九
条
（
略
）

２
（
略
）

３
鋪
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
瞭
申
立
て
に
係

る
文
嘗
そ
の
他
の
物
件
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を

も
作
成
し
、
銀
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

矧
川
剤
Ｉ
剛
刺
刷
副
卿
創
刊
副
制
瑚
到
刮
詞
凋
鋼
剖
剥
剥
司
捌
刺
割
当
可

・
１

４
．
５
（
略
）

’
一

新

；

（
支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
）
・

篤
十
九
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
一
頃
の
申
立
て
を
余
る
と
き
は
、
当
放
申
立
て
に
係

・
る
文
書
そ
の
他
の
物
件
か
ら
支
障
部
分
を
除
い
た
も
の
を

も
作
成
し
、
紋
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
同
上
）

旧

－93－－94－

第
二
十
条
関
係
ｌ
非
陸
事
件
手
綻
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
商
鋭
利
所
規
則
第
七
号
）

’
７
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
潮
ゴ
詞
判
羽
刻
１
制
剥
謝
對
剰
珂

Ｉ目
次第

一
章
（
略
）

輔
二
章
（
略
）

第
一
節
～
第
六
節
（
略
）
、

１
１

1I
刻
削
画
剛
到
の
規
定
に
よ
り

釧
到
釧
司
鯛
州
剖
刊
叫
呵
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

剰
司
司
刺
珂
剥
刎
引
ゴ
ー

第
三
章
～
第
六
章
（
略
）

附
則

』

新

６
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
剃
司
詞
劃
判
叫
耐
刎
剰
飼
判
の
蜆

目
次
．

第
一
章
（
同
上
）

第
二
唯
（
同
上
）

第
一
節
～
第
六
節
（
同
上
胃

翻
Ｈ
副
剛
淵
州
劉
荊
州
刎
割
到
判
割
Ｉ
創
刊
河
川
刺
Ⅱ
剃
劉
引
刊

Ｉ
利
剣
割
！

（
新
股
）

定
に
よ
り

た
場
合
に
．
つ
い
て
鵡
用
十
る
。

第
三
章
～
第
六
章
（
同
上
）

附
則
。

旧

I

が
提
出
さ
れ

95－96－
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（
放
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

提
出
）

第
二
条
紋
判
所
に
提
出
す
べ
き
魯
而
は
、
吹
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
偲
す
る
こ
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
＆

（
略
）

斗
卿
副
刺
州
判
飼
潤
Ｊ
判
制
ゴ
州
剴
判
潤
制
刻
刻
州
１

２
．
３
（
略
）

（
移
送
に
お
け
る
取
扱
い
・
法
鞆
六
条
等
）

第
五
条
紋
判
所
は
、
法
第
六
条
た
だ
し
書
又
は
法
第
十
条

第
一
項
に
お
い
て
殖
用
す
る
民
事
訴
舩
法
第
十
八
条
の
申

立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
寧
者
及
び
利
害
関
係
参
加
人

の
愚
見
を
唾
い
て
銭
判
を
す
る
も
の
と
す
る
。

四
（
略
）

到
両
抗
告
若
し
く
は
特
別
抗
告
の
抗
告
理
由
密
又
は
法

第
七
十
七
条
第
二
項
（
法
鋪
八
十
二
条
に
お
い
て
狼
用

す
る
場
合
を
含
む
」
）
の
申
立
て
に
係
る
理
由
書

ヨ
そ
の
提
出
に
よ
り
非
舩
事
件
の
手
続
の
開
始
、
綾
行

、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
書
面
（
痢
斗
釧
司
に
腋
当
十

る
書
面
を
除
く
。
）

い
て
準
用
す
る
民
砺
訴

●

（
絞
判
所
に
提
出
す
。
へ
き
野
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

提
出
）

第
二
条
栽
判
所
に
提
出
す
べ
き
魯
函
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
侶
す
る
こ
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
’

一
（
同
上
）

（
新
股
）

馴
制
１
イ
法
引
川
引
Ⅷ
洲
１
Ｊ
ｌ
第
七
十
七
条
第
二
項
（
法
第

八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
劉
合
を
含
む
．
）
の
申

立
て
に
係
る
理
由
書

２
．
３
（
同
上
）

（
移
送
に
お
け
る
取
扱
い
・
怯
繁
六
条
等
）

第
五
条
故
判
所
は
、
法
第
六
条
た
だ
し
書
又
は
法
第
十
条

第
一
項
に
お
い
て
添
．
用
す
る
民
事
所
舩
法
Ｊ
刺
剖
四
川
劉
刺
酉

鋼
酎
割
引
川
副
ｑ
’
第
十
八
条
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、

当
事
者
及
び
利
害
閥
係
参
加
人
の
愈
見
を
聴
い
て
紋
判
を

す
る
も
の
と
す
る
．

．
‐
そ
の
提
出
に
よ
り
非
舩
享
件
の
手
続
の
開
始
、
続
行

、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
書
面
（
耐
副
詞
に
砿
当
す
る

魯
面
を
除
く
．
）

四｜ ヨ

（
同
上
）

再
抗
告
若
し
く
は
特
別
抗
告
の
抗
告
理
由
書
又
は
川
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；
２
（
略
）

（
期
日
及
び
期
日
四
書
に
関
す
る
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用

。
法
第
三
十
一
条
）

節
二
十
一
条
民
事
訴
舩
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
瀬
廿
叫
別
司

手
続
の
期
日
及
び
期
日
嗣
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
前
条

（
口
頭
弁
践
四
書
の
実
質
的
記
戟
事
項
）
第
一
項
』
と
あ

る
の
は
『
非
訟
寧
件
手
幌
規
則
期
二
十
条
第
一
項
」
と
、

同
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
上
断
の
提
起
又

は
上
告
受
理
』
と
あ
る
の
は
「
終
局
決
定
に
対
す
る
即
時

抗
告
若
し
く
は
特
別
抗
告
の
提
起
又
は
非
訟
事
件
手
綬
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
十
七
条
第
二

項
」
と
読
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

リ
国ヲ

の
規
定
は
、
非
訟
事
件
の

２
（
同
上
）

（
期
日
及
び
期
日
風
書
に
間
す
る
民
事
駈
舩
規
則
の
砿
附

．
法
第
三
十
一
条
）

第
二
十
一
条
民
亭
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
荊
廿
Ｊ
川
口

剰
到
創
可
の
規
定
は
、
非
訟
事
件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
日

項
茜
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
堀
合
腱
お
い
て
、
同
規

則
第
六
十
八
条
篇
一
項
中
「
航
条
（
口
頭
弁
蹟
鋼
習
の
実

質
的
配
戦
車
頃
）
蕊
一
項
』
と
あ
る
の
は
「
非
舩
嘱
件
手

椛
規
則
第
二
十
条
鋪
一
項
」
と
、
間
規
則
第
七
十
四
条
節

一
項
第
三
号
中
「
上
斫
の
提
起
又
は
上
告
受
理
」
と
あ
る

の
は
「
終
局
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
若
し
く
は
特
別
抗

告
の
提
起
又
は
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
五
十
一
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
』
と
１
創
馴
副
剛
嗣
判
匂

（
新
設
）

Ｈ
Ｈ
副
詞
刺
ｌ
「
潤
矧
．
Ｊ
引
封
副
制
副
判
斗
調
副
劉
莉
州
刎
到
糾
呵
呵

澗
釧
。
－
判
晩
み
替
え
る
も
の
と
十
る
。

（
斬
股
）
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〆

（
奇
戸
の
送
受
伯
に
よ
る
通
鰭
の
方
法
に
よ
る
手
続
・
法

第
四
十
七
条
）

節
四
十
二
条
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送
受
伯

に
よ
り
同
時
に
通
話
を
十
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
・
っ

て
非
訟
事
件
の
手
鏡
の
期
日
に
お
け
る
手
続
（
狂
拠
屑
べ

を
除
く
①
）
を
行
う
と
き
は
、
戟
判
所
又
は
受
命
紋
判
官

第
五
十
条

斫
訟
規
則

１
１

２
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
剛
固
副
調

。
割
剖
矧
潤
叫
引
刺
耐
『
を
非
醗
事
件
の
肥
録
上
明
ら
か
に
し

‐
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二l －l は
、

三
条
遡
刮
則
判
第
百
六
十
四
条
の
規
定
を
砿
用
す
る
。

（
和
解
・
法
第
六
十
五
条
〉

一
十
条
非
舩
事
件
に
お
け
る
和
解
に
っ
唖
て
は
、
て
は
、

§

民
事

、
第
百
六
十

ら
な
い
。

（
音
声
の
送
受
伯
に
よ
る
過
酷
の
方
法
に
よ
る
手
統
・
法

、
第
四
十
七
条
）

第
四
十
二
条
栽
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
戸
の
送
受
燗

に
よ
り
同
時
に
通
飴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ

て
非
訟
事
件
の
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
綻
（
証
拠
餌
べ

を
除
く
・
〉
を
行
う
と
き
は
、
戟
判
所
又
は
受
命
鮫
判
官

は
、
捌
制
割
劉
利
剣
剛
劉
圏
剣
剰
判
劉
謝
剰
判
剰
刺
劉
司
ｕ
剖
荊
呵
刎
倒
剛

な
ら
な
い
。

（
新
股
）

．
（
新
設
〉

副
４
１

（
和
解
・
法
第
六
十
五
条
）

節
五
十
条
非
舩
事
件
に
お
け
る
和
解
に
つ
い
て
は
、
民
砺

解
舩
規
則
潮
ゴ
コ
到
引
鋼
ｆ
第
百
六
十
三
条
劇
‘
叫
第
百
六
十

四
条
の
規
定
を
串
用
す
る
．

２
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
週
澗
刺
羽

刎
制
謝
劉
割
引
を
非
舩
事
件
の
配
母
上
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

営
号
枢

加
え
て
．
そ
の
場
所
を
．
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

－ 101戸- 102－

第
二
十
一
・
条
関
係
ｌ
家
事
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
叔
判
所
規
則
第
八
号
）

目
次第

一
編
（
略
）

第
一
章
ｉ
第
六
軍

第

1
剰
引
司
呵
珂
剰
刎
引
コ
ー

第
二
編
～
第
四
縞
．
（
略
）

附
則（

裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

、

1四
，
（
略
〉

ヨ

；；そ
の
提
出
に
よ
り
家
事
事
件
の
手
続
の
開
始
、
‐
続
行

、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
書
面
（
潮
Ｉ
司
司
に
肢
当
す

る
密
面
を
除
く
。
） 』

へ

略
一

新

目
次
・

第
一
樋
（
同
上
）

鞆
一
章
～
第
六
章

提
出
〉

第
二
条
哉
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
Ｌ
て
送
侶
す
る
こ
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
（
同
上
）

（
新
設
）

第
二
綱
～
第
四
掴
（
同
上
）

附
則（

飯
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
催
よ
る

。
．
そ
の
提
出
に
よ
り
家
事
事
件
の
手
嬢
の
開
始
、
続
行

・
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
書
面
（
側
副
眉
岐
当
す
る

香
面
を
除
く
。
）
、

『
。
（
同
上
）

：

：
（
同
上
）

旧

ひ
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リ
２
．
３
（
略
）

詞
和
川
副
『

（
期
日
及
び
期
日
飼
唇
に
間
す
る
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用

．
法
鋪
四
十
六
条
等
）

第
三
十
三
条
民
事
訴
舩
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
荊
靴
別
可
司

五
特
別
抗
告
の
航
告
理
由
唇
又
は
怯
第
九
十
七
条
第
三

項
（
法
第
百
二
条
及
び
第
二
百
八
十
八
条
に
お
い
て
醜

用
す
る
槻
合
を
含
む
。
）
の
申
立
て
に
係
る
理
由
魯

1
定
を
寵
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
五
十

記
‐
範
割
引
哨
凋
『
渕
認
酬
酬
智
釧
如
智
も
の
と
す
る

手
続
の
期
日
及
び
期
日
項
魯
に
つ
い
て
舶
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
鋼
六
十
八
条
第
一
項
中
『
前
条

（
口
頭
弁
践
飼
書
の
実
質
的
記
戯
事
項
）
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と

国 当
事
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
置

の
規
定
は
、
家
事
審
判
の

列
４
Ｊ
’
第
九
十
七
条
第
二
項
（
法
第
百
二
条
及
び
第
二

百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

申
立
て
に
係
る
理
由
書

２
．
３
（
同
上
）

（
新
股
）

（
期
日
及
び
期
日
調
書
に
関
す
る
民
事
訴
舩
規
則
の
準
用

。
法
第
四
十
六
条
等
）

第
三
十
三
条
民
事
訴
舩
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
翻
判
祁
河
旬

剰
利
剣
則
の
規
定
は
、
家
事
符
判
の
手
綴
の
期
日
及
び
期
日

飼
曾
に
つ
い
て
肥
用
す
る
。
こ
の
唱
合
に
お
い
て
、
同
規

則
第
六
十
八
条
第
一
項
巾
「
前
条
（
口
頭
弁
鴎
卿
書
の
実

賛
的
記
載
事
項
）
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手

続
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
規
則
第
七
十
四
条

（
新
設
）

四
特
別
抗
告
の
抗
告
理
由
唇
又
は
劇
劃
判
羽
蝿
到
荊
網
拙
判
剖

法
則
山
引
叫

105106

（
音
声
の
送
受
侭
に
よ
る
通
垢
の
方
法
に
よ
る
手
続
・
法

第
五
十
四
条
）

第
四
十
二
条
‐
家
庭
餓
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送

受
伯
に
よ
り
同
時
に
通
胎
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
っ
て
家
事
審
判
の
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
（
胚
拠

潤
べ
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
．
家
庭
裁
判
所
又
は
受

2

二’ 一｜

： 1

|I
の

手

続

を

行
っ

た

と

き

は

そ

の

旨

及

び

：

（
期
日
岡
書
等
に
関
す
る
蜆
定
及
び
民
事
斫
舩
規
則
の
纏

用
・
法
第
二
百
五
十
三
条
等
）

第
百
一
十
六
条
（
略
）

２
民
事
釿
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
荊
引
剴
河
対
‐
剰
判
創
削
輿

。
割
削
劃
判
例
剖
副
到
到
を
家
事
審
判
事
件
の
記
録
上
明
ら
か

命
故
判
官
は
、

ら
な
い
。

、
同
規
則
節
七
十
四
条
蕊
一
項
第
三
号
中
「
上
訴
の
提
起

又
は
上
告
受
理
」
と
あ
る
の
は
「
審
判
に
対
す
る
即
時
抗

告
若
し
く
は
特
別
抗
告
の
提
起
又
は
家
事
事
件
手
続
法
第

九
十
七
条
第
二
項
』
と
肢
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ

な

劃
‐
剖
刈
別
Ｉ

（
期
日
岡
書
惇
に
関
す
る
規
定
及
び
民
亭
訴
舩
規
則
の
舶

用
・
法
第
二
百
九
十
三
条
等
）

第
白
二
十
八
条
（
同
上
）

２
民
亨
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
荊
刊
別
呵
匂
劃
刺
司
司
の

翻
釧
副
呵
判
網
刷
副
州
副
引
ｌ
ｑ
醜
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

（
音
声
の
送
受
侭
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
手
続
・
法

第
五
十
四
条
）

第
四
十
二
条
家
庭
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送

受
伯
に
よ
り
同
時
に
通
艦
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
っ
て
家
事
容
判
の
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
（
柾
拠

詞
べ
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
家
庭
鮫
判
所
又
は
受

２
餉
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
劃
酬
刺
呵

刎
耐
当
詞
四
副
詞
を
家
事
審
判
事
件
の
記
録
上
明
ら
か
に
し
な

命
哉
判
官
は
、

樹
酬
刈
倒
叫
な
ら
な
い
‐

第
一
項
第
三
§
中
『
上
訴
の
提
起
又
は
上
告
受
理
」
と
あ

る
の
は
『
喜
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
若
し
く
は
特
別
抗
告

の
提
起
又
は
家
事
事
件
手
続
法
第
九
十
七
条
第
二
項
」
と

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
股
）

（
新
設
）

こ
の
塀
合
に
お
い
て
は
・
１
通
‐
調
印
剰
四
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筋
二
十
二
条
関
係
１
国
瞭
的
な
子
の
琢
取
の
民
事
上
の
側
面
に
閲
す
る
条
約
の
実
施
に
閲
十
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
閲
十

る
耶
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
哉
判
所
規
則
第
五
号
）
．
。

目
次
§

第
一
章
（
略
）

も

第
一
節
（
略
）

第
二
節
（
略
）

第
一
献
（
略
）

第
一
目
～
第
六
目

酬
制
剥
別
呵
匂
割
創
凹
閣
の
規
定
は
、
家
事
鯛
停
の
手
続
の
期

ニ

タ

ａ

日

旬

日
及
び
前
項
の
瑠
番
に
つ
い
て
畑
用
す
る
ｐ
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
中
『
前
条
（
口
頭

弁
践
詞
香
の
実
質
的
配
戦
事
項
）
鋪
一
項
」
・
と
あ
る
の
は

「
家
率
事
件
手
続
規
則
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

跣
み
替
え
て
鏑
用
す
る
同
規
則
癖
三
十
二
条
鞆
一
項
」
と

、
岡
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
『
上
解
の
提
起

又
は
・
上
告
受
理
」
と
あ
る
の
は
『
家
事
調
停
に
関
す
る
審

判
に
対
寸
る
即
吟
抗
告
若
し
く
は
特
別
抗
告
の
提
起
又
は

家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
八
十
八
条
に
お
い
て
鎚
尉
余
る

同
法
節
九
十
七
条
第
二
項
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る

：リ

！
．

新
へ

略
一

目
次第

一
軍
（
同
上
）

第
一
節
（
同
上
）

篇
二
節
（
同
上
）

第
一
献
．
（
同
上
）

・
第
一
目
・
～
第
六
目

規
定
は
、
家
事
飼
停
の
手
続
の
期
日
及
び
前
項
の
図
書
に

つ
い
て
準
用
す
る
．
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
六

十
八
条
第
一
項
中
「
前
条
（
口
頭
弁
酷
岡
書
の
実
質
的
記

載
事
項
）
第
一
項
』
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
線
規
則

第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
眠
み
替
え
て
鋤
用
す
る

問
規
則
輔
三
汁
二
条
第
一
項
』
と
、
問
規
則
第
七
十
四
条

第
『
項
第
三
号
中
「
上
跡
の
提
起
又
は
上
告
受
理
」
と
あ

る
の
は
『
家
耶
岡
停
に
閲
す
る
審
判
に
対
す
る
即
吟
抗
告

若
し
く
は
特
別
抗
告
の
提
起
又
は
家
事
事
件
手
続
法
第
二

百
八
・
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
七
条
第
二

項
』
と
１
副
削
剥
則
醐
羽
別
呵
廿
剥
刺
１
コ
圏
閂
１
判
刻
刻
副
剴
叫

る
り

：

旧

（
同
上
）

み
替
え
る
も
の
と
す

ヘ

階

、
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園
Ｊ
圃
判
剴
河
ヨ
剣
渕
割
引
可

第
二
款
～
第
五
飲
（
略
）

第
三
節
・
第
四
節
（
略
〉

第
二
章
ｒ
第
四
章
（
略
）

附
則（

散
判
所
に
提
出
す
べ
．
き
啓
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

・
提
出
）

第
二
条
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
寄
而
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
侭
す
る
こ
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
略
）

割
引
園
剖
剥
副
引
珂
刎
鋼
剥
罰
罰
閃
刺
到
刎
制
剥
制
制
閻
列
引
製

Ｈ
川
訓
司
１
Ｍ
当
Ｎ
Ｊ
料
。
－
副
州
引
１
判
剖
刈
利
Ｈ
刈
劉
別
割
引

倒
封
測
呵
司
鋼
劇
割
引
到
国
刺
制
劉
闇
濁
剖
刺
却
墹
刈
判
型
潮
削
瑚

刮
刑
割
司
司
制
割
副
司
制
コ
コ
詞
剰
イ
コ
別
刎
刷
週
珂
判
測
剖
剥
副
呵

ヨ
そ
の
拠
出
に
よ
り
子
の
返
還
に
閲
す
る
事
件
の
手
挽

の
開
始
．
暁
行
、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
書
面
（
剃

引
剖
引
に
放
当
す
る
書
面
を
除
く
・
）

四
（
略
）

劃
，
特
別
抗
告
の
抗
告
理
由
●
書
又
は
法
第
白
十
一
条
第
二

項
（
法
第
百
十
六
条
第
一
項
（
法
第
百
三
十
三
条
に
お

い
て
革
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
三
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
堀
合
を
含
む
。
）
の
申
立
て
に
係

る
理
由
書

第
二
献
～
第
五
紋
（
同
上
）

第
三
節
・
第
四
節
（
同
上
）

第
二
章
～
第
四
章
（
同
上
）
．

附
則（

栽
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る

提
出
）
第
二
条
栽
判
所
に
拠
出
す
べ
き
番
面
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
、
フ
．
ア
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
借
す
る
こ
・
と

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
同
上
）

（
新
股
）

。
そ
の
提
出
に
よ
り
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
統
．

の
開
始
、
続
行
、
停
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
香
面
（
刺

引
に
砿
当
す
る
書
面
を
除
く
．
）

ヨ
（
同
上
）

四
特
別
抗
告
の
抗
告
理
由
書
又
は
国
劇
型
間
卿
刊
刎
刮
到
叫

呵
副
捌
判
旦
刎
‐
側
制
剴
判
閲
制
刈
副
詞
糊
刎
割
詞
珂
同
岡
打
刻
釧
函

綱
Ｊ
遡
剖
四
コ
判
判
判
明
掛
詞
哨
剰
刺
．
川
川
副
１
Ｍ
当
川
司
法
〕
１
，

副
蠅
訓
１
Ｊ
’
第
百
十
一
条
第
二
項
（
法
第
百
十
六
条
鯖

一
項
（
法
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
百
三
十
三
条
に
お
い
て
蛾
用
す
る
喝

、
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２
．
３
（
略
）

（
期
日
及
び
期
日
調
魯
に
閲
す
る
民
事
斫
訟
規
則
の
準
用

．
法
第
六
十
一
条
）

第
二
十
三
条
民
事
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
潮
判
別
可
珂

；
立
事
件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
日
調
書
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項

中
「
前
条
（
口
頭
弁
践
卿
書
の
実
質
的
記
載
事
項
）
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側

面
に
間
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返

還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
閲
す
る
規
則
第
二
十
二
条

第
一
項
」
と
、
同
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「

上
訴
の
提
起
又
は
上
告
受
理
」
と
あ
る
の
は
「
終
局
決
定

に
対
す
る
即
時
抗
告
若
し
く
は
特
別
抗
告
の
提
起
又
は
国

際
的
な
子
の
辱
取
の
民
事
卜
の
側
而
に
関
す
る
条
約
の
実

施
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

第
百
十
一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

リ

：
の
規
定
は
、
子
の
返
還
申

合
を
含
む
。
）
の
申
立
て
に
係
る
理
由
書

２
．
３
（
同
上
）

（
期
日
及
び
期
日
調
書
腱
関
す
る
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用

。
法
第
六
十
一
条
）

第
二
十
三
条
民
事
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
剰
判
。
Ⅱ
司

剰
到
判
可
の
規
定
は
、
子
の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
の
期
日

及
び
期
日
調
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
規
則
第
六
十
八
条
第
一
．
項
中
「
前
条
（
口
頭
弁
論

鯛
替
の
実
質
的
記
載
亭
項
）
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
国

際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
閲
す
る
条
約
の
実

施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手

綻
等
に
閲
す
る
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
規
則

第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
上
訴
の
提
起
又
は
上
告

（
新
設
）

受
理
」
と
あ
る
の
は
「
終
局
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
若

し
く
は
特
別
抗
告
の
提
起
又
は
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民

事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
十
一
条
第
二
項
」

と
１
創
剛
珂
則
封
創
刊
呵
制
劉
動
刊
到
型
罰
閂
可
剖
割
引
可
呵
剛
１
コ
河

と
す
る
。

（
新
設
）

醜
み
替
え
る
も
の

113114

１
（
音
声
の
送
受
悟
に
よ
る
通
艦
の
方
法
に
よ
る
手
続
・
法

第
七
十
五
条
）

第
四
十
二
条
家
庭
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送

受
僧
に
よ
り
同
時
に
通
酷
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
っ
て
子
の
返
通
申
立
事
件
の
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手

続
（
証
拠
鯛
べ
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
家
庭
裁
判

綴
（
証
拠
鯛
べ
を
除
く
。

（
和
解
・
法
第
百
条
）

第
五
十
三
条
子
の
返
還

て
は
、
民
事
訴
訟
規
則

子
の
返
還

１

２
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
副
呵
劃
珂 十

刷
剖
剰
叫
な
ら
な
い
・

イ
遡
劉
劉
珂

斗
圃
調
割
引
呵
矧
知
田
打
刻
剥
割
列
刎
猟
剥
襯
珊
到
鋼
創
料
制
判
判

所
又
は
受
命
裁
判
官
は
、

．
割
副
制
矧
呵
引
劇
制
剰
を
子
の
返
遍
申
立
事
件
の
記
録
上
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
立
事
件
に
お
け
る
和
解
に
つ
い

（
音
声
の
送
受
侭
に
よ
る
通
胎
の
方
法
に
よ
る
手
続
・
法

第
七
十
五
条
）

第
四
十
二
条
家
庭
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送

受
俗
に
よ
り
同
時
に
通
踊
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
っ
て
子
の
返
通
申
立
事
件
の
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手

続
（
証
拠
調
べ
を
除
く
。
）
．
を
行
う
と
き
は
、
家
庭
哉
判

剖
制
刊
司
割
剖
利
Ｉ

（
和
解
・
法
第
百
条
）

第
五
十
三
条
子
の
返
還
申
立
事
件
に
お
け
る
和
解
に
つ
い

て
は
・
民
事
訴
訟
規
則
翻
司
「
河
。
副
詞
、
第
百
六
十
三
条
測

２
航
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
測
詞
劉
珂

刎
詞
謝
劉
割
引
を
子
の
返
還
申
立
事
件
の
記
録
上
明
ら
か
に

所
又
は
受
命
裁
判
官
は
、

咽
割
刮
引
叶
創
川
剖
剥
叫
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
・
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
紹
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第
二
十
三
条
関
係
ｌ
澗
費
者
の
財
産
的
被
害
の
築
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
亭
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

、
第
百
六
十
三
条
遡
制
副
叫
第
百
六
十
四
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。

２
（
略
）

（
差
戻
し
幕
の
通
知
）

第
六
十
六
条
法
第
百
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民

事
訴
訟
法
第
三
百
二
十
五
条
第
一
項
航
段
若
し
く
は
第
二

項
又
は
第
三
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
が
あ
っ
た

と
き
は
、
哉
判
所
書
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
外

務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
民
事
斫
訟
規
則
の
準
用
・
法
第
血
十
条
）

第
三
十
五
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
簡
易
確

定
手
続
腱
つ
い
て
は
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民

事
訴
訟
規
則
第
一
編
第
一
章
、
堀
二
軍
（
流
六
条
、
第
六

条
の
二
及
び
第
八
条
を
除
く
。
）
、
第
三
章
（
第
二
節
、

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
１
討
到
引
廿
。
割
旬
ｌ
剰
剴
刊
付

（
第
二
節
及
び
第
四
十
八
条
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条

第
二
綱
第
二
章
（
第
六
十
条
、
蕊
六
十
四
条
、
第
八
十

新

を
除
く
。
）
及
び
第
五
章

（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
・
法
第
五
十
条
）

第
三
十
立
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
簡
易
確

定
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民

事
訴
舩
規
則
筑
一
綱
第
一
章
、
第
二
章
（
第
六
条
、
第
六

条
の
二
及
び
第
八
条
を
除
く
。
）
、
第
三
章
（
第
二
節
、

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
姻
耐
副
創
矧
。
Ｈ
４
．
詞
を
除

く
）
及
び
第
五
章
（
第
二
節
及
び
第
四
十
八
条
を
除
く

。
）
’
第
五
十
六
条
、
・
第
二
綱
第
二
章
（
第
六
十
条
、
第

六
十
四
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
三
節
及
び
第

第
六
十
六
条

事
訴
訟
法

２
（
同
上
）

（
差
戻
し
等
の
通
知
）

第
六
十
六
条
法
第
百
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民

瓜
，
節
百
六
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

条
第
一
項
前
段
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
百
二
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
外
勝
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

旧

第
三
百
二
十
五
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第
二
十
四
条
関
係
１
発
侭
者
情
報
開
示
命
令
事
件
手
続
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
一
号
｝

』割 条
、
第
八
十
一
条
、
第
三
節
及
び
第
九
十
五
条
第
三
項
を

除
く
。
）
及
び
第
三
室
（
第
百
一
条
及
び
第
七
節
を
除
く

。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項
、
第
百
六
十
条
、
伺
編
第

五
章
（
第
百
六
十
二
条
を
除
く
ゞ
）
、
第
三
編
第
三
章
、

第
四
編
並
び
に
第
八
編
の
規
定
を
準
用
す
る
．f 新

5

（
新
設
）

九
十
立
条
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
三
章
（
第
百
一
条

及
び
第
七
節
を
除
く
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項
、
第

百
六
十
条
、
同
編
第
五
章
（
第
百
六
十
二
条
を
除
く
。
）

、
第
三
編
第
三
域
、
第
四
編
並
び
に
第
八
編
の
規
定
を
通

用
す
る
‐

旧
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